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を
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ぐ
た
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域
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１
．
は
じ
め
に

２
．
振
り
込
め
詐
欺
の
現
状

　

1）　

全
国
的
状
況

　

 2）　

神
奈
川
県
内
の
状
況

３
．
神
奈
川
県
警
調
査
か
ら
得
ら
れ
る
振
り
込
め
詐
欺
の
特
徴

４
．
振
り
込
め
詐
欺
対
策
の
現
状

５
．
振
り
込
め
詐
欺
に
関
す
る
法
律
の
概
要

　

 1）　

犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
に
よ
る
規
制

　

 2）　

携
帯
電
話
不
正
利
用
防
止
法
に
よ
る
規
制

６
．
警
察
・
金
融
機
関
等
に
お
け
る
取
り
組
み
状
況

　

 1）　

警
察
に
よ
る
直
接
の
予
防
活
動
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 2）　

各
金
融
機
関
等
に
お
け
る
取
り
組
み

７
．
振
り
込
め
詐
欺
を
防
止
す
る
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
ま
と
め
に
代
え
て
）

　

 1）　

予
防
の
考
え
方

　

 2）　

身
近
な
セ
イ
フ
テ
ィ
・
シ
ス
テ
ム
の
構
築

　

 3）　

振
り
込
め
詐
欺
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
対
策
の
推
進

　

 4）　

事
後
対
応
（
危
険
の
発
生
を
最
小
限
に
す
る
に
は
）

１
．
は
じ
め
に

高
齢
者
を
狙
う
犯
罪
は
、
従
前
は
ひ
っ
た
く
り
等
の
非
侵
入
窃
盗
や
空
き
巣
等
の
侵
入
窃
盗
が
比
較
的
多
く
を
占
め
て
い
た
。
勿
論
、

悪
質
商
法
等
に
見
ら
れ
る
消
費
者
詐
欺
の
類
型
の
被
害
に
つ
い
て
も
、
豊
田
商
事
事
件
（
１
）

等
の
被
害
者
の
多
く
を
高
齢
者
が
占
め
、
現
在
に

至
る
ま
で
多
く
の
高
齢
者
が
悪
質
商
法
や
詐
欺
ま
が
い
商
法
の
被
害
者
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
高
齢
者
を
巡
る
犯
罪
状
況
に
つ
い

て
検
討
す
る
意
味
は
大
き
い
。
例
え
ば
、
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）
に
は
、
詐
欺
罪
に
占
め
る
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
割
合
は
、

三
〇
・
八
％
、
強
盗
罪
で
は
一
一
・
五
％
、
窃
盗
罪
で
は
一
〇
・
五
％
と
全
刑
法
犯
の
平
均
（
一
一
・
〇
％
）
よ
り
も
被
害
発
生
状
況
が
高
く

な
っ
て
い
る
。
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
、
集
計
し
た
全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
契
約
当
事
者
が
七
〇
歳
以
上
の
相
談
の

件
数
は
、
二
〇
〇
四
年
度
に
一
〇
万
件
を
超
え
、
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）
度
は
一
三
七
、〇
九
三
件
で
、
相
談
全
体
の
約

一
五
％
を
占
め
て
い
る
。
高
齢
者
は
「
お
金
」「
健
康
」「
孤
独
」
の
三
つ
の
大
き
な
不
安
を
持
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

悪
質
業
者
は
言
葉
巧
み
に
こ
れ
ら
の
不
安
を
あ
お
り
、
親
切
に
し
て
信
用
さ
せ
、
年
金
・
貯
蓄
等
の
老
後
の
蓄
え
を
狙
っ
て
、
事
前
に
狙
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詐
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（
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一
）

い
を
定
め
た
地
域
の
情
報
を
収
集
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
ま
た
、
高
齢
者
は
自
宅
に
居
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
訪
問

販
売
や
電
話
勧
誘
販
売
に
よ
る
被
害
に
遭
い
や
す
い
の
も
特
徴
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
特
に
、
近
年
社
会
問
題
化
し
て
い
る
振
り
込
め
詐
欺
に
的
を
絞
っ
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
（
２
）

。

特
に
、
二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
年
）
に
は
、
認
知
件
数
が
二
万
件
を
超
え
、
被
害
総
額
も
二
七
五
億
円
を
超
え
た
こ
と
か
ら
、
様
々

な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
、
翌
二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
一
年
）
に
は
大
幅
に
減
少
し
た
も
の
の
楽
観
を
許
さ
な
い
状
況
に
あ
る
。

ま
た
、
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
対
応
が
、
街
頭
犯
罪
や
侵
入
盗
等
の
被
害
者
化
を
防
ぐ
対
応
と
比
較
す
る
と
、
関
係
機
関
と
地
域

社
会
の
連
携
が
必
ず
し
も
十
分
な
状
況
に
あ
る
と
は
思
え
な
い
こ
と
か
ら
、
振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
若
干

の
提
言
を
し
た
い
と
思
う
。

２
．
振
り
込
め
詐
欺
の
現
状

 1）
　
全
国
的
状
況

振
り
込
め
詐
欺
（
３
）

は
、
平
成
一
五
年
夏
頃
か
ら
目
立
ち
始
め
、
平
成
一
六
年
以
降
毎
年
二
五
〇
億
円
を
超
え
る
被
害
が
生
じ
て
い
た
が
、

平
成
二
二
年
に
お
け
る
振
り
込
め
詐
欺
の
認
知
件
数
は
、
六
、六
三
七
件
で
、
前
年
比
七
〇
三
件
の
減
少
、
被
害
総
額
は
約
八
二
億

一
、三
六
一
万
円
で
、
前
年
比
約
一
三
億
六
、五
五
二
万
円
と
大
幅
な
減
少
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
（
４
）

に
関
し
て
は
、
認
知
件

数
は
、
四
、四
一
八
件
で
、
前
年
比
一
、三
六
一
件
（
四
四
・
五
％
）
増
加
し
、
被
害
金
額
で
も
約
六
〇
億
四
、三
八
三
万
円
で
、
前
年
比
約

八
億
四
、一
一
七
万
円
増
加
し
て
い
る
。

平
成
二
三
年
六
月
末
現
在
、
認
知
件
数
は
二
、二
八
八
件
、
被
害
総
額
は
三
七
億
三
、七
五
〇
万
七
、〇
〇
〇
円
と
昨
年
同
月
比
で
四
一
八

八
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二
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件
、
六
億
八
、〇
八
四
万
二
、四
一
七
円
減
少
し
て
い
る
。
し
か
し
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺

に
つ
い
て
は
、
一
、七
五
三
件
と
昨
年
同
月
比
で
二
七
三
件
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。

被
害
額
に
お
い
て
も
九
億
七
、三
一
四
万
五
、六
四
一
円
の
増
加
で
あ
っ
た
（
表
１
）。

架
空
請
求
詐
欺
（
５
）

は
、
七
〇
四
件
減
少
の
二
七
八
件
で
、
被
害
額
も
約
四
億

七
、五
〇
〇
万
円
減
少
の
三
億
七
、九
八
九
万
円
で
あ
っ
た
。
融
資
保
証
金
詐
欺
（
６
）

は
、

四
減
少
の
一
八
三
件
で
あ
っ
た
が
、
被
害
額
は
約
一
億
六
、六
七
〇
万
円
増
加
の

二
億
六
、五
三
三
万
五
、〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。
還
付
金
詐
欺
（
７
）

は
、
一
七
件
増
加
し

七
四
件
で
、
被
害
額
も
約
一
、五
六
七
万
円
増
加
の
六
、八
九
四
万
円
で
あ
っ
た
。

検
挙
件
数
・
検
挙
人
員
の
推
移
を
見
た
の
が
表
２
で
あ
る
が
、
各
種
の
取
り
組
み

が
功
を
奏
し
、
平
成
二
〇
年
で
は
検
挙
率
が
二
一
・
四
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
二
〇

年
に
は
七
七
・
三
％
、
そ
し
て
二
二
年
に
は
七
八
・
一
％
に
増
加
し
て
い
る
。

次
の
表
３
は
、
全
国
の
現
状
と
神
奈
川
県
内
の
状
況
を
比
較
し
た
表
で
あ
る
が
、

ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
警
察
官
等
を
装
っ
て
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
直
接
受
け
取
る
手
口
の
オ

レ
オ
レ
詐
欺
に
お
け
る
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
の
引
出
（
窃
取
）
額
は
約
一
九
億
円
で
、
こ
れ

を
加
え
た
振
り
込
め
詐
欺
の
実
質
的
な
被
害
総
額
は
一
〇
〇
億
八
、八
〇
四
万
八
、〇
一
四

円
で
あ
っ
た
。

表 1 　振り込め詐欺の認知件数・被害総額の推移（平成19年〜23年 ６ 月末）
平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 6 月末現在

認知件数 被害総額 認知件数 被害総額 認知件数 被害総額 認知件数 被害総額 認知件数 被害総額

オレオレ詐欺 6,430 1,453,290 7,615 1,551,928 3,057 520,266 4,418 604,382 1,753 302,334

架空請求詐欺 3,007 376,576 3,253 358,712 2,493 318,230 1,774 175,207 278 37,989

融資保証金詐欺 5,922 385,704 5,074 374,794 1,491 94,976 362 34,400 183 26,524

還付金詐欺 2,571 298,671 4,539 474,004 299 24,440 83 7,370 74 6,894

合　　計 17,930 2,514,242 20,481 2,759,439 7,340 957,912 6,637 821,361 2,288 373,751

※　被害総額は、既遂犯の被害額で千の単位で筆者が八捨八入している

表 2 　振り込め詐欺の認知件数・検挙件数・検挙人員の推移（平成17年〜22年）
平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年

認知件数 21,612 19,020 17,930 20,481 7,340 6,637

被害総額 25,151,867,404 25,493,300,973 25,142,421,788 27,594,389,498 9,579,122,058 8,213,607,351

検挙件数 2,539 2,974 3,079 4,400 5,669 5,189

検挙人員 819 761 454 699 955 686

八
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
三
七
三
）

平
成
二
三
年
一
月
〜
六
月
ま
で
の
被
害
者
を
年
齢
別
に
見

る
と
、
振
り
込
め
詐
欺
全
体
で
は
、
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者

の
割
合
が
七
八
・
二
％
を
占
め
て
い
る
が
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺

で
は
八
八
・
八
％
、
還
付
金
詐
欺
で
は
九
四
・
五
％
を
占
め
て

い
る
。
と
り
わ
け
女
性
の
被
害
率
が
そ
れ
ぞ
れ
六
四
・
四
％
、

七
六
・
七
％
、
八
六
・
四
％
と
高
く
な
っ
て
い
る
。
架
空
請
求

詐
欺
に
つ
い
て
は
、
男
女
と
も
比
較
的
年
齢
の
低
い
層
に
被

害
が
発
生
し
て
お
り
、
融
資
保
証
金
詐
欺
は
、
男
性
の
四
〇

〜
六
〇
歳
代
で
全
体
の
二
七
・
九
％
を
占
め
て
い
る
の
が
特

徴
的
で
あ
る
（
表
４
）。

金
融
機
関
か
ら
通
帳
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
だ
ま
し
取

る
詐
欺
罪
及
び
だ
ま
し
取
ら
れ
た
通
帳
で
あ
る
こ
と
を
知
り

な
が
ら
譲
り
受
け
る
盗
品
譲
受
等
罪
の
検
挙
件
数
は

二
、三
二
八
件
と
、
前
年
比
一
、五
三
三
件
減
少
し
、
検
挙
人

員
も
九
六
一
人
と
、
前
年
比
五
二
八
人
減
少
し
た
（
表
５
）。

振
り
込
め
詐
欺
の
種
類
（
具
体
的
な
手
口
）
を
一
覧
表
に

ま
と
め
た
の
が
、
次
の
表
６
で
あ
る
。

表 3 　振り込め詐欺認知件数・被害額の推移（平成1６年〜22年）
全国 神奈川

認知件数 被害額（万円） 認知件数 被害額（万円）
平成16年 25,667 2,837,865
平成17年 21,612 2,515,186 1,094 208,800
平成18 年 19,020 2,549,330 1,008 199,200
平成19年 17,930 2,514,242 1,166 239,100
平成20年 20,481 2,759,439 1,988 315,700
平成21年 7,340 957,912 554 81,100
平成22年 6,637 821,360 780 112,000

※　被害金額は、既遂のみ
※ 　平成16・17年の認知件数は、オレオレ詐欺、架空請求詐欺及び融資保証金詐欺の３累

計の合計数
※　神奈川の被害額は、10万円単位で八捨八入

表 ４ 　振り込め詐欺被害者の年齢・性別割合
振り込め詐欺 オレオレ詐欺 架空請求詐欺 融資保証金詐欺 還付金詐欺
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

19歳以下 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20〜29歳 1.0 1.3 0.2 0.1 6.7 9.3 1.4 2.0 0.0 1.4
30〜39歳 2.0 1.5 0.1 0.3 12.2 10.0 7.5 0.7 0.0 0.0
40〜49歳 2.1 2.0 0.1 0.4 11.1 11.1 0.2 5.4 0.0 0.0
50〜59歳 2.7 8.7 0.7 9.4 7.8 7.0 17.7 6.8 1.4 2.7
60〜69歳 5.8 24.1 4.6 28.2 6.3 4.1 21.1 4.1 2.7 40.5
70歳以上 8.0 40.3 7.5 48.5 5.9 5.2 19.0 4.1 5.4 45.9
合　計 21.6 78.3 13.2 86.9 50.4 49.7 76.9 23.1 9.5 90.5
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本
法
学　
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七
十
七
巻
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三
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（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
三
七
四
）

表 ５ 　振り込め詐欺を助長する犯罪の推移（平成17年〜22年）
平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

口座詐欺 検挙件数 1,222 1,558 1,602 2,849 3,778 2,288
検挙人員 866 818 700 1,023 1,439 925

盗品譲受け 検挙件数 148 108 48 81 83 40
検挙人員 161 94 40 57 50 36

合　計 検挙件数 1,370 1,666 1,650 2,930 3,861 2,828
検挙人員 1,027 912 740 1,080 1,489 961

表 ６ 　振り込め詐欺の手口分類

オレオレ詐欺

キーワード

電話を利用して息子、孫等を装い、会社でのトラブル、横領等の補償

金名目、サラ金等借金返済名目や警察官や弁護士等を名乗り交通事故

示談金名目等で現金を預金口座に振り込ませる等の方法によりだまし

取る詐欺

被害者層は、年齢60歳代以上が全体の約90％を占める。

電話番号が変わった・借金の保証人になった・キャッシュカードを預

かる

架空請求詐欺

キーワード

不特定多数の者に対し、有料サイト利用料金名目、訴訟関係費用名目

等架空の事実を口実とした料金を請求する文書、メール等を送付する

などして、現金を振り込みや送付させるなどの方法により、だまし取

る詐欺

被害者層は、年齢20代から40代が全体の70％を占めている。

「総合情報サイト」等、はっきりしないサイト名の利用料金、レター

パック

融資保証金詐欺

キーワード

ダイレクトメール、FAX、電話等を利用して融資を誘い、融資を申し

込んできた者に対し、保証金等を名目に現金を預金口座等に振り込ま

せるなどの方法によりだまし取る詐欺

被害者層は、年齢に関係なく、男性が全体の70％以上を占める。

借金の一本化、会社の運転資金、融資の前に保証金

還付金等詐欺

キーワード

社会保険事務所の職員等を名乗り、年金の還付金手続きや自治体の職

員等を名乗り、税金の還付手続きであるかのように装って、ＡＴＭま

で誘導し、ＡＴＭを操作させて、自己の口座から相手方の口座へ現金

を振り込ませる詐欺

被害者層は、年齢60歳代以上が全体の90％以上である。

医療費の還付、税金の還付、ＮＴＴ料金の還付
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
三
七
五
）

 2）
　
神
奈
川
県
内
の
状
況

神
奈
川
県
下
で
は
、
平
成
二
三
年
一
〜
六
月
の
認
知
件
数
は
、
振
り
込
め
詐
欺
が
四
〇
六

件
、
前
年
比
一
・
二
倍
の
七
四
件
の
増
加
、
被
害
額
は
約
八
億
五
、四
〇
〇
万
円
、
前
年
比

一
・
七
倍
の
約
三
億
四
、六
〇
〇
万
円
の
増
加
で
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
は
、
三
九
六
件
、
前
年
比

一
・
三
倍
の
八
六
件
の
増
加
、
被
害
額
は
約
八
億
二
、〇
〇
〇
万
円
、
前
年
比
一
・
七
倍
の

三
億
五
、一
〇
〇
万
円
の
増
加
で
あ
っ
た
。

神
奈
川
県
警
察
本
部
（
以
下
、
神
奈
川
県
警
、
と
い
う
。）
に
よ
っ
て
、
振
り
込
め
詐
欺
の
内
、

オ
レ
オ
レ
詐
欺
の
既
遂
事
件
（
三
七
七
件
）
を
分
析
し
た
結
果
に
よ
る
と
、
被
害
年
齢
別
で

は
、
六
〇
歳
代
が
、
一
三
一
人
（
三
四
・
七
％
）
で
最
も
多
く
、
次
い
で
七
〇
歳
代
の
一
二
九

人
（
三
四
・
二
％
）、
八
〇
歳
代
の
七
二
人
（
一
九
・
一
％
）
で
、
六
〇
歳
代
以
上
の
割
合
が
全

体
の
八
八
・
〇
％
で
あ
っ
た
（
表
７
）。

ま
た
、
こ
れ
を
性
別
で
見
る
と
女
性
が
六
〇
歳
代
以
上
に
占
め
る
割
合
が
全
体
の
七
二
・
七
％

で
あ
っ
た
。

被
害
発
生
状
況
を
曜
日
別
で
見
る
と
、
土
曜
・
日
曜
日
の
発
生
率
が
そ
れ
ぞ
れ
一
・
九
％
、

〇
・
八
％
と
低
い
が
、
高
齢
者
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
ウ
イ
ー
ク
・
デ
ー
で
発
生
率
が
高
く

な
っ
て
い
る
（
表
８
）。

発
生
時
間
帯
で
見
て
も
、
一
一
時
〜
一
四
時
の
時
間
帯
が
全
体
の
五
四
・
一
％
、
二
〇
四

表 7 　被害者の男女別年齢層（既遂377件） 表 ８ 　曜日別発生状況（既遂377件）
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
三
七
六
）

表 9 　時間帯別発生状況（既遂377件） 表10　交付形態（既遂377件）

表11　平成23年 1 月〜 ６ 月の種別（既遂377件）
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
三
七
七
）

件
と
最
も
多
く
、
次
で
、
一
四
時
〜
一
六
時
台
が
二
八
・
一
％
、
一
〇
六
件
と
若
い
世
代
が
仕
事
や
買
い
物
な
ど
で
出
掛
け
て
高
齢
者
だ

け
に
な
っ
て
い
る
時
間
帯
が
狙
わ
れ
や
す
い
こ
と
が
分
か
る
（
表
９
）。

交
付
形
態
に
つ
い
て
見
る
と
、
犯
人
が
、
被
害
者
宅
に
来
て
手
渡
し
す
る
ケ
ー
ス
が
一
七
八
件
（
四
七
・
二
％
）
と
最
も
多
く
、
次
い
で

金
融
機
関
を
利
用
す
る
振
替
が
一
三
六
件
（
三
六
・
一
％
）、
振
込
が
五
七
件
（
一
五
・
一
％
）
の
順
で
多
か
っ
た
（
表
10
）。

新
し
い
手
口
と
し
て
は
、
①
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
取
り
に
来
る
も
の
、
②
現
金
を
直
接
取
り
に
来
る
も
の
、
③
送
金
方
法
に
エ
ク
ス

パ
ッ
ク
（
一
律
五
〇
〇
円
の
定
型
小
型
郵
便
（
８
）

）
を
指
定
す
る
も
の
等
が
増
加
し
て
い
る
。

オ
レ
オ
レ
詐
欺
の
犯
人
が
最
も
多
く
使
っ
た
手
の
込
ん
だ
嘘
の
話
で
多
か
っ
た
の
は
、｢

債
権
・
保
証
人
等｣

の
一
二
八
件
（
三
四
・
〇

％
）
で
、「
妊
娠
・
中
絶
費
用
」
の
九
四
件
（
二
四
・
九
％
）、「
会
社
ト
ラ
ブ
ル
・
横
領
等
」
の
四
八
件
（
一
二
・
七
％
）
の
順
で
あ
っ
た
（
表

11
）。

３
．
神
奈
川
県
警
調
査
か
ら
得
ら
れ
る
振
り
込
め
詐
欺
の
特
徴

神
奈
川
県
警
は
、
平
成
二
一
年
二
月
一
日
か
ら
八
月
末
日
ま
で
間
、
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
に
遭
っ
た
三
〇
六
人
に
対
し
、「
振
り
込

め
詐
欺
被
害
状
況
調
査
」
を
実
施
し
、
三
〇
五
人
（
九
九
・
七
％
）
か
ら
回
答
を
得
て
、
分
析
を
行
っ
て
い
る
（
９
）

。
そ
こ
で
、
こ
の
章
で
は
、

本
調
査
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
高
齢
者
が
被
害
に
遭
い
や
す
い
他
の
財
産
犯
と
比
較
し
な
が
ら
分
析
・
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

被
害
者
の
性
別
、
年
齢
別
の
状
況
は
、
女
性
の
被
害
者
が
全
体
で
は
七
四
％
を
占
め
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
で
八
〇
％
、
還
付
金
詐
欺
で
は

九
三
％
と
高
い
割
合
を
占
め
、
架
空
請
求
や
融
資
保
証
金
詐
欺
で
は
、
五
六
％
、
五
四
％
と
男
女
差
を
大
き
く
は
無
い
（
表
12
）。

年
齢
的
に
は
、
全
体
で
は
七
〇
歳
代
以
上
が
三
五
％
、
六
〇
歳
代
を
加
え
る
と
六
三
％
と
高
齢
者
が
狙
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
三
七
八
）

表12　振り込め詐欺被害者の性別割合

男性 女性 合計

オレオレ詐欺 43 170 213

架空請求 16 20 36

融資保証金詐欺 19 22 41

還付金詐欺 1 14 15

合　計 79 226 305

表13　振り込め詐欺被害者の性別・年齢別割合

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代

男性 3 13 9 8 9 22 33 5

女性 1 5 6 5 19 30 25 9

全体 1 7 7 6 16 28 27 8
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
三
七
九
）

こ
れ
を
性
別
で
見
る
と
、
五
〇
歳
代
、
六
〇
歳
代
の
女
性
の
割
合
が
、
一
九
％
、
三
〇
％
と
男
性
の

九
％
、
二
二
％
よ
り
も
高
く
な
っ
て
お
り
、
七
〇
歳
代
以
上
で
は
、
女
性
三
四
％
、
男
性
三
八
％
と

余
り
差
は
見
ら
れ
な
い
（
表
13
）。
こ
の
背
景
に
は
、
振
り
込
め
詐
欺
の
最
初
の
コ
ン
タ
ク
ト
を
受

け
る
の
が
、
通
常
五
〇
代
で
は
女
性
が
、
六
〇
歳
代
以
上
で
は
高
齢
者
が
在
宅
し
て
い
る
場
合
が
多

い
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

被
害
者
の
家
族
構
成
を
見
る
と
、
三
二
・
九
％
が
「
夫
婦
二
人
で
居
住
し
て
い
る
」
と
回
答
し
、

「
一
人
で
居
住
し
て
い
る
」
が
一
五
・
五
％
で
、
老
人
世
帯
が
全
体
の
四
八
・
四
％
で
あ
る
の
に
対
し
、

「
子
ど
も
や
孫
と
一
緒
に
居
住
し
て
い
る
」
が
三
五
・
七
％
で
あ
っ
た
。
オ
レ
オ
レ
詐
欺
で
は
、「
夫

婦
二
人
」
が
三
七
・
四
％
、「
一
人
」
が
一
五
・
四
％
で
、
全
体
の
五
二
・
八
％
と
高
齢
者
の
み
の
世
帯

が
狙
わ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
（
表
14
）。

職
業
構
成
比
で
見
る
と
、
一
九
一
人
（
六
三
％
）
が
無
職
で
最
も
多
く
、
架
空
請
求
や
融
資
保
証

金
詐
欺
の
被
害
者
が
多
い
会
社
員
（
一
四
人
）、
自
営
業
（
一
五
人
）
が
続
い
て
い
る
。

振
り
込
め
詐
欺
・
ひ
っ
た
く
り
・
空
き
巣
の
発
生
時
間
帯
別
認
知
件
数

神
奈
川
県
調
査
で
は
、
一
〇
〜
一
二
時
の
時
間
帯
が
四
五
・
四
％
と
最
も
多
く
、
次
い
で
、
一
二

〜
一
四
時
が
三
〇
・
一
％
、
八
〜
一
〇
時
が
二
〇
・
九
％
、
一
八
〜
二
〇
時
が
一
二
・
八
％
の
順
で
多

か
っ
た
。
修
正
さ
れ
た
空
き
巣
の
数
値
で
見
る
と
、
一
〇
〜
一
二
時
が
一
九
・
八
％
と
最
も
多
く
、

表1４　振り込め詐欺被害者の家族構成
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
三
八
〇
）

次
い
で
、
一
二
〜
一
四
時
が
一
五
・
三
％
、
一
四
〜
一
六
時
が

一
五
・
二
％
、
一
六
〜
一
八
時
が
一
〇
・
三
％
の
順
で
あ
っ
た
。
ひ
っ

た
く
り
は
、
二
〇
〜
二
二
時
の
時
間
帯
が
二
〇
・
二
％
と
最
も
多
く
、

次
い
で
、
一
八
〜
二
〇
時
の
一
五
・
五
％
、
二
二
〜
二
四
時
が
一
五
・
〇

％
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
六
〇
歳
以
上
の
被
害
者
は
、
振
り
込
め
詐
欺
の

七
四
％
、
ひ
っ
た
く
り
の
三
五
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
ひ
っ
た
く
り
で
は
、
一
〇
〜
一
八
時
の
時
間
帯
に
高
齢
者
が
狙

わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
間
帯
は
、
修

正
さ
れ
た
空
き
巣
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
（
表

1５
）。振

り
込
め
詐
欺
と
ひ
っ
た
く
り
に
つ
い
て
、
年
齢
・
性
別
に
被
害

状
況
を
見
る
と
、
六
〇
歳
以
上
で
は
、
振
り
込
め
詐
欺
も
ひ
っ
た
く

り
も
女
性
が
そ
れ
ぞ
れ
全
体
の
六
一
％
、
三
二
％
と
高
く
、
振
り
込

め
詐
欺
で
は
七
〇
歳
代
の
女
性
が
二
五
％
と
極
め
て
高
い
割
合
を
示

し
て
い
る
。
ひ
っ
た
く
り
に
つ
い
て
は
、
二
〇
歳
代
以
下
の
女
性
が

二
四
％
と
高
い
の
も
特
徴
的
で
あ
る
が
、
こ
の
層
に
関
し
て
は
、
帰

表1５　振り込め詐欺、ひったくり、空き巣の被害発生時間
0 〜 2 時 2 〜 4 時 4 〜 6 時 6 〜 8 時 8 〜 10時 10〜12時 12〜14時 14〜16時 16〜18時 18〜20時 20〜22時 22〜24時 不明

ひったくり 8.5 2.3 2.3 2.6 3.4 6.2 6.8 6.9 8.6 15.5 20.2 15.0 0.0
空き巣 0.2 0.04 0.02 0.1 0.3 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.1 96.4
(空き巣) 5.8 1.1 0.6 3.3 8.0 19.8 15.3 15.2 10.3 10.0 8.2 2.5 -

神奈川調査 0.0 0.3 20.9 45.4 30.1 12.1 12.1 12.8 12.4 ※1.8 0.0
※　（空き巣）は、空き巣の総数から（不明）を引いた数値を分母にして計算した％
※　1.8％は、22 〜 4 時までの認知件数の値である。

表1６　振り込め詐欺・ひったくりの被害者の性別・年齢別比較
振り込め詐欺 ひったくり

男性（％） 女性（％） 男性（％） 女性（％）
20歳代以下 3 3 2 24

30歳代 3 2 1 12
40歳代 3 2 1 11
50歳代 3 7 1 13
60歳代 6 19 3 32
70歳代 5 25

80歳代以上 2 17
合計 24 76 8 92

※　数値は小数点 1 で八捨八入しているので、合計は一致しない
※　ひったくりは、70歳代及び80歳代の数値も、60歳代に含まれている
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
三
八
一
）

宅
時
間
帯
の
一
八
時
〜
二
二
時
に
多
く
被
害
に
遭
っ
て
い
る
（
表
1６
）。

送
金
手
段
（
場
所
）
に
関
し
て
は
、「
金
融
機
関
店
舗
内
有
人
Ａ
Ｔ
Ｍ
」
か
ら
が
三
一
％
と
最
も
多
く
、
次
い
で
「
手
渡
し
」
が

二
五
％
、「
金
融
機
関
窓
口
」
か
ら
が
一
七
％
、「
無
人
Ａ
Ｔ
Ｍ
」
か
ら
が
一
一
％
の
順
で
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
送
金
に
関
す
る
犯
人
か

ら
の
指
示
の
有
無
に
つ
い
て
の
項
目
で
は
、「
特
に
指
示
な
し
」
が
六
八
％
と
最
も
高
く
、
次
い
で
、「
金
融
機
関
店
舗
内
有
人
Ａ
Ｔ
Ｍ
」

一
〇
％
、「
金
融
機
関
窓
口
」
と
「
コ
ン
ビ
ニ
店
舗
内
Ａ
Ｔ
Ｍ
」
か
ら
が
六
％
の
順
で
多
か
っ
た
。

実
際
に
、
被
害
者
が
送
金
に
利
用
し
た
金
融
機
関
は
、
都
市
銀
行
が
四
七
％
、
地
方
銀
行
が
二
八
％
、
信
用
金
庫
が
一
二
％
、
郵
便
局

が
一
一
％
の
順
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
金
融
機
関
に
お
け
る
振
り
込
め
詐
欺
防
止
の
対
策
が
重
要
な
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

「
コ
ン
ビ
ニ
店
舗
内
Ａ
Ｔ
Ｍ
」
の
利
用
も
六
％
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
の
従
業
員
に
対
す
る
振
り
込
め
詐
欺
防

止
対
策
の
研
修
な
ど
も
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
全
国
銀
行
協
会
（
以
下
、
全
銀
協
、
と
い
う
。）
で
は
、
二
〇
〇
七
年
（
平
成
一
九
年
）
六
月
九
日
に
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
「
そ
の
振
り
込
み
待
っ
た
、『
振
り
込
め
詐
欺
急
増
中
』」
を
作
成
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
で
配
布
し
て
い
る
（http://w

w
w

.zenginkyo.or.jp/

topic/correspondence/index/bankken_leaf020.pdf

）。
ま
た
、
こ
の
年
か
ら
加
盟
各
銀
行
と
協
働
し
て
、「
振
り
込
め
詐
欺
撲
滅
強
化
月

間
」
を
実
施
し
、
振
り
込
め
詐
欺
の
撲
滅
に
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
。
そ
の
主
た
る
活
動
内
容
は
、
①
振
り
込
め
詐
欺
へ
の
注
意
喚
起
、

お
よ
び
「
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
」
施
行
の
周
知
に
関
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
会
員
銀
行
の
店
頭
等
に
お
い
て
配
布
、
②
「
振

り
込
め
詐
欺
防
止
啓
発
イ
ベ
ン
ト
」
を
主
催
し
た
り
、
警
察
当
局
が
主
催
す
る
防
犯
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
画
、
③
振
り
込
め
詐
欺
へ
の
注
意

喚
起
、
お
よ
び
「
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
」
施
行
の
周
知
に
関
す
る
広
告
を
掲
載
、
④
全
銀
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
「
振
り
込
め
詐
欺
撲
滅

強
化
月
間
」
の
告
知
を
行
う
と
と
も
に
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
用
ペ
ー
ジ
を
作
成
す
る
な
ど
で
あ
る
。
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
三
八
二
）

二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
年
）
七
月
二
二
日
に
は
、「
Ａ
Ｔ
Ｍ
コ
ー
ナ
ー
に
お
け
る
携
帯
電
話
で

の
通
話
自
粛
」
の
呼
び
か
け
に
つ
い
て
、
と
い
う
通
知
を
加
盟
銀
行
に
出
し
、
次
の
様
な
要
望
を

し
て
い
る
。

「
・
・
・
・（
中
略
）・
・
・
今
般
、
当
協
会
で
は
、
振
り
込
め
詐
欺
被
害
の
未
然
防
止
に
向
け

た
自
主
的
な
取
り
組
み
を
一
層
強
化
す
べ
く
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
コ
ー
ナ
ー
に
お
け
る
携
帯
電
話
で
の
通
話

に
関
し
、
下
記
の
と
お
り
申
し
合
わ
せ
る
。」

こ
れ
を
受
け
て
、
千
葉
銀
行
で
は
、
二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
年
）
一
二
月
一
〇
日
か
ら
、
振

り
込
め
詐
欺
対
策
の
一
環
と
し
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現
金
自
動
預
け
払
い
機
）
を
中
心
に
二
ｍ
程
度
の
範

囲
で
携
帯
電
話
を
利
用
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
装
置
を
導
入
し
た
（
10
）

。
し
か
し
、
千
葉
銀
行
の
取
り

組
み
が
、
都
市
銀
行
や
地
方
銀
行
等
の
金
融
機
関
に
お
い
て
一
般
的
な
取
り
組
み
に
は
ま
だ
い

た
っ
て
お
ら
ず
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
コ
ー
ナ
ー
に
お
け
る
注
意
喚
起
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示
や
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
操
作
盤

画
面
へ
の
液
晶
表
示
が
為
さ
れ
て
い
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
日
刊
警
察
（
二
〇
〇
九
年
三
月
五
日
）
に
よ
れ
ば
、
埼
玉
り
そ
な
銀
行
は
、
埼
玉
県
警
察

本
部
と
合
同
で
、「
振
り
込
め
詐
欺
被
害
防
止
マ
ス
タ
ー
研
修
会
」
を
実
施
し
た
。
そ
の
内
容
は
、

金
融
機
関
店
舗
全
体
の
振
り
込
め
詐
欺
被
害
防
止
対
策
の
強
化
と
、
金
融
業
界
全
体
の
意
識
高
揚

が
目
的
で
、
県
警
の
岩
崎
茂
防
犯
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
長
の
講
義
や
、
同
行
職
員
に
よ
る
被
害
防

止
体
験
活
動
な
ど
が
報
告
さ
れ
、
同
行
職
員
ら
が
参
加
し
て
の
被
害
防
止
想
定
訓
練
も
行
っ
た
。

① 　ＡＴＭコーナー（ＡＴＭ機器より概ね 2 メートル以内の範囲）における

携帯電話の通話は、原則としてご遠慮いただくこととする。

② 　本件について、広くお客さまのご理解が得られるよう、ポスターの掲示

など、積極的に周知活動を行う。

③ 　携帯電話で通話しながらＡＴＭを操作しているお客さまに対しては、犯

罪被害防止の観点から、従来にも増して積極的にお声かけを行うよう努め

る。
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
三
八
三
）

こ
の
際
、
埼
玉
り
そ
な
銀
行
浦
和
中
央
支
店
の
大
河
内
仁
営
業
第
三
部
長
に
マ
ス
タ
ー
指
定
書
が
交
付
さ

れ
て
い
る
。

都
市
部
の
○
○
支
店
で
は
、
フ
ロ
ア
ー
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
夫
の
説
得
に
も
係
わ
ら
ず
妻
が
子
ど
も
の
た

め
に
振
り
込
ん
で
し
ま
い
、
振
り
込
め
詐
欺
を
防
止
で
き
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
説
得
と
い
う
任
意

の
手
段
し
か
持
ち
得
な
い
こ
と
に
、
悔
し
さ
を
見
せ
て
い
た
。

そ
の
一
方
で
、
銀
行
等
の
金
融
機
関
で
は
、
一
回
の
振
り
込
み
金
額
が
一
〇
万
円
を
超
え
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
の
送
金
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
、
窓
口
で
の
本
人
確
認
を
必
要
と
す
る
送
金
の
み
実

施
し
、
そ
の
際
に
は
、
送
金
目
的
を
確
認
す
る
等
の
ク
ー
ル
ダ
ウ
ン
す
る
機
会
も
設
け
て
い
る
。
そ
れ
で

も
、
送
金
者
が
送
金
す
る
と
言
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
止
め
る
有
効
な
手
立
て
を
有
し
て
い
な
い
の
が

現
状
で
あ
る
。

金
融
機
関
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
は
平
日
で
あ
れ
ば
、
概
ね
午
前
八
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
で
あ
る
が
、
二
四
時
間

営
業
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
に
設
置
さ
れ
て
い
る
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
は
、
時
間
制
限
が
無
く
送
金
や
引

き
出
し
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
対
策
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

同
じ
日
に
複
数
回
に
わ
た
っ
て
同
一
口
座
に
振
込
が
為
さ
れ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
金
融
機
関
間
の
決

済
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
一
次
的
に
引
出
を
で
き
な
く
し
、
そ
の
間
に
確
認
す
る
サ
ー
ビ
ス
も
実
施
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
振
り
込
め
詐
欺
に
利
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
口
座
を
確
認
し
、
送
金
・
出
金
の

流
れ
を
監
視
す
る
方
策
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

表17　振込後、被害に気付くまでの時間・日数
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
三
八
四
）

振
込
後
、
ど
の
く
ら
い
経
過
し
て
詐
欺
だ
と
気
付
い
た
の
か
に
つ
い
て

は
、「
一
時
間
未
満
」
が
一
四
％
、「
一
〜
三
時
間
未
満
」
が
一
五
％
で

あ
っ
た
が
、「
一
週
間
以
上
」
が
一
五
％
、「
一
〜
二
日
未
満
」
が
一
四
％

と
四
四
％
の
人
が
一
日
以
上
被
害
に
遭
っ
た
こ
と
に
気
付
い
て
い
な
か
っ

た
。
オ
レ
オ
レ
詐
欺
で
は
、「
一
時
間
未
満
」
が
一
五
・
一
％
、「
一
〜
三

時
間
未
満
」
が
一
七
・
七
％
、「
一
〜
二
日
未
満
」
が
一
二
・
五
％
、「
三
〜

七
日
未
満
」
が
一
〇
・
九
％
と
、
三
四
・
四
％
も
の
人
が
一
日
以
上
被
害
に

遭
っ
た
こ
と
に
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
（
表
1７
）。

気
付
い
た
き
っ
か
け
は
、「
親
族
な
ど
と
の
会
話
」
が
五
七
％
、
オ
レ

オ
レ
詐
欺
で
は
、
七
三
・
〇
％
と
高
い
割
合
を
示
し
て
い
る
（
表
1８
）。

振
り
込
め
詐
欺
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
は
、「
少
し
は
知
っ
て
い
た
」

が
五
七
％
、「
振
り
込
め
詐
欺
と
手
口
に
つ
い
て
詳
し
く
知
っ
て
い
た
」

が
二
二
％
で
、「
全
く
知
ら
な
か
っ
た
」
は
三
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
オ

レ
オ
レ
詐
欺
に
つ
い
て
は
、「
少
し
は
知
っ
て
い
た
」
が
五
六
・
八
％
、

「
振
り
込
め
詐
欺
の
手
口
に
つ
い
て
詳
し
く
知
っ
て
い
た
」
が
二
九
・
六
％

で
、「
全
く
知
ら
な
か
っ
た
」
は
二
・
四
％
で
あ
っ
た
（
表
1９
）。

被
害
に
遭
わ
な
い
自
信
に
つ
い
て
は
、「
と
て
も
あ
っ
た
」
が
二
二
％
、

表1８　被害に気付いたきっかけ

表19　振り込め詐欺に関する知識
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
三
八
五
）

「
あ
っ
た
」
が
四
二
％
、「
少
し
は
あ
っ
た
」
が
一
一
％
と

「
あ
っ
た
」
と
答
え
た
者
の
割
合
は
全
体
の
七
五
％
で
、

「
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
」
が
一
七
％
も
い
た
。
オ
レ
オ

レ
詐
欺
で
は
、「
と
て
も
あ
っ
た
」
が
二
七
・
四
％
、「
あ
っ

た
」
が
四
〇
・
九
％
、「
少
し
は
あ
っ
た
」
が
九
・
一
％
で

「
あ
っ
た
」
と
答
え
た
者
は
全
体
の
七
七
・
四
％
で
あ
っ
た
。

「
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
」
が
一
四
・
九
％
い
た
（
表
20
）。

振
り
込
め
詐
欺
の
知
識
が
あ
る
か
ら
「
自
分
は
大
丈
夫
」

と
考
え
て
い
る
人
の
割
合
が
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

実
際
に
被
害
に
遭
っ
た
時
に
、
適
切
な
判
断
や
行
動
に
繋

が
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
被
害
を
回
避

す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
情
報
を
ど
の
様
に
周
知
す
る
か

が
重
要
な
点
と
な
る
。

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
の
注
意
点
を
ま
と
め
る
と
、
次

の
表
21
の
通
り
で
あ
る
。

表21　被害回避の注意点

1

「携帯電話の番号が変わった」と家族から電話がかかってきた場合、振り込め

詐欺の可能性があることを考えながら、慎重に会話をすることが大切。

そして、電話の後、必ず元の番号に電話をして確認すること。

2

家族と普段から連絡を取り合い、振り込め詐欺の対策について話し合いをし

たり、合い言葉を決めたりしていると、詐欺電話がかかってきたときに落ち

着いて電話を受けることができる。

3
警察や銀行協会等の官公庁や団体から電話があった場合、言われた電話番号

を信じることなく、電話帳や電話番号案内 (104) 等で調べる習慣をつける。

4
警察官・銀行協会職員だけではなく、他人には絶対暗証番号を教えないこと。

また、警察官等が暗証番号を聞くことはない。

表20　被害に遭わない自信
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
三
八
六
）

４
．
振
り
込
め
詐
欺
対
策
の
現
状

振
り
込
め
詐
欺
被
害
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
に
警
察
庁
で
は
、
二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
年
）
六
月
に
次
長
を
長
と
す
る｢

振
り
込

め
詐
欺
対
策
室｣
を
設
置
し
、
振
り
込
め
詐
欺
撲
滅
に
向
け
た
取
り
組
み
を
官
民
一
体
で
実
施
し
て
き
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
具
体
的

な
対
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
（
11
）

。

同
年
一
〇
月
及
び
二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
一
年
）
二
月
を
「
振
り
込
め
詐
欺
撲
滅
の
た
め
の
取
締
活
動
及
び
予
防
活
動
の
強
化
推
進
期

間
（
以
下
、
強
化
推
進
期
間
、
と
い
う
。）」
と
し
て
、
全
国
一
斉
対
策
を
実
施
し
た
結
果
、
増
加
に
一
定
の
歯
止
め
が
か
か
っ
た
も
の
の
、

依
然
と
し
て
そ
の
現
状
は
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
に
あ
る
。

警
察
庁
、
警
視
庁
、
及
び
道
府
県
警
察
本
部
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
審
議
官
、
参
事
官
ク
ラ
ス
の
幹
部
職
員
を
配
置
し
、
刑
事
・
生
活
安
全

の
各
部
局
が
合
同
し
て
こ
れ
に
当
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で
の
情
報
共
有
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
な
工
夫
が
為
さ
れ
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
振
り
込
め
詐
欺
の
手
口
は
巧
妙
さ
を
増
し
、
広
域
か
つ
柔
軟
な
犯
行
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
害
を
抑
止
す
る
た
め

に
は
全
国
の
警
察
が
協
働
し
て
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
〇
月
と
二
月
の
二
度
強
化
推
進
期
間
を
設
け
全
国
的
な
集

中
的
取
り
組
み
を
実
施
し
現
在
も
継
続
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
取
り
組
み
を
有
効
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
警
察
庁
振
り
込
め
詐
欺
対
策
室
事
務
局
は
、
設
置
の
時
か
ら
、
全
国
の
犯
行
・
被
害
実

態
を
集
約
分
析
し
、
取
締
や
予
防
活
動
に
資
す
る
べ
く
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
（
12
）

。
第
一
線
と
の
情
報
の
共
有
や
取
締
・
予
防
活
動
の

迅
速
な
連
携
の
た
め
に
道
府
県
警
察
本
部
に
警
部
か
ら
な
る
連
絡
官
を
一
名
指
定
し
、
こ
れ
に
当
た
ら
せ
、
節
目
節
目
で
、
全
国
振
り
込

め
詐
欺
対
策
会
議
の
開
催
（
13
）

に
よ
る
共
通
認
識
の
醸
成
に
努
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
全
国
の
警
察
が
利
用
で
き
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
構
築
さ

一
九
九



振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
三
八
七
）

れ
、
運
用
さ
れ
て
い
る
（
後
掲
図
１
）。

ま
た
、
振
り
込
め
詐
欺
を
助
長
す
る
犯
罪
と
し
て
の
「
口
座
詐
欺
」
や
「
携
帯
電
話
端
末
詐
欺
」
な
ど
の
取
り
締
ま
り
を
強
化
す
る
こ

と
は
、
振
り
込
め
詐
欺
グ
ル
ー
プ
へ
の
犯
行
ツ
ー
ル
の
供
給
を
遮
断
す
る
こ
と
に
繋
が
る
こ
と
か
ら
、
振
り
込
め
詐
欺
そ
の
も
の
を
取
り

締
ま
る
こ
と
と
並
行
し
て
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
（
14
）

。
例
え
ば
、
偽
変
造
運
転
免
許
証
通
報
制
度
、
詐
取
金
送
金
リ
ス
ト
、
凍
結

口
座
名
義
人
リ
ス
ト
等
の
情
報
を
警
察
と
関
係
事
業
者
や
金
融
機
関
が
共
有
し
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
行
犯
逮
捕
に
繋
が
る
こ
と

か
ら
、
現
場
で
の
活
用
が
期
待
さ
れ
て
い
る
（
1５
）

。

二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
年
）
七
月
一
五
日
に
は
、
警
察
庁
及
び
法
務
省
は
、
振
り
込
め
詐
欺
対
策
に
お
け
る
基
本
的
な
考
え
方
及
び

方
針
を
取
り
ま
と
め
た
「
振
り
込
め
詐
欺
撲
滅
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
を
公
表
し
て
広
く
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得
て
官
民
挙
げ
て
の
対

策
に
取
り
組
む
決
意
を
示
し
た
。

そ
の
概
要
は
次
の
図
（
後
掲
図
２
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
警
察
庁
の
次
の

Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w

.npa.go.jp/sousa/souni８/bokum
etsu_action.pdf

）。

警
察
庁
で
は
、
振
り
込
め
詐
欺
被
害
者
が
現
金
等
を
送
付
し
た
住
所
の
公
表
を
同
庁
の
Ｈ
Ｐ
で
公
開
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
一

年
（
平
成
二
三
年
）
八
月
二
九
日
№
六
三
に
お
い
て
、
六
件
の
住
所
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。http://w

w
w

.npa.go.jp/pressrelease/

souni/furikom
e_jyusyo.pdf
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
三
八
八
）

図 1 　警察が利用できるデータベースの概要

⑵　警察白書（平成21年版）24頁引用　http://www.npa.go.jp/hakusyo/h21/honbun/index.html

図 2 　振り込め詐欺撲滅アクションプランの概要

⑴　警察白書（平成21年版）2５頁引用　http://www.npa.go.jp/hakusyo/h21/honbun/index.html
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
三
八
九
）

５
．
振
り
込
め
詐
欺
に
関
す
る
法
律
の
概
要

振
り
込
め
詐
欺
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
振
り
込
め
詐
欺
の
本
犯
を
検
挙
す
る
だ
け
で
な
く
、
匿
名
性
の
高
い
犯
行
ツ
ー
ル
で
あ
る
架

空
・
他
人
名
義
の
預
貯
金
口
座
や
携
帯
電
話
の
不
正
な
供
給
・
流
通
を
遮
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
警
察
は
、「
金
融
機
関
等
に

よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
及
び
預
金
口
座
等
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
金
融
機
関
本
人
確
認
法
」
と
い
う
。）」
及
び

平
成
二
〇
年
三
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
「
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
」
と
い
う
。）」、

並
び
に
「
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律

（
以
下
、「
携
帯
電
話
不
正
利
用
防
止
法
」
と
い
う
。）」
を
積
極
的
に
活
用
し
、
振
り
込
め
詐
欺
を
助
長
す
る
犯
罪
の
取
り
締
ま
り
を
強
め
て
き

た
。 1）

　
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
に
よ
る
規
制

振
り
込
め
詐
欺
（
恐
喝
）
事
件
な
ど
に
他
人
名
義
の
預
金
口
座
等
が
悪
用
さ
れ
て
い
る 

こ
と
か
ら
、
そ
の
不
正
な
利
用
を
防
止
す
る
た

め
に
本
法
律
は
規
定
さ
れ
た
が
、
①
口
座
を
譲
り
渡
す
行
為
、
②
口
座
を
譲
り
受
け
る
行
為
、
又
は
③
こ
れ
を
勧
誘
す
る
な
ど
の
行
為
に

つ
い
て
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
譲
り
渡
す
行
為
等
を
業
と
し
て
行
っ
た
場
合
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
、
三
〇
〇

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
。 

二
〇
〇
七
年
（
平
成
一
九
年
）
ま
で
は
金
融
機
関
本
人
確
認
法
に
よ
り
違
反
行
為
が
規
制
さ
れ
て
い

た
が
、
二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
〇
年
）
か
ら
は
、
両
方
の
法
律
に
よ
り
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
1６
）

。

犯
罪
収
益
防
止
法
で
は
、
郵
便
物
受
取
サ
ー
ビ
ス
業
者
（
い
わ
ゆ
る
私
設
私
書
箱
事
業
者
）
等
に
対
し
、
顧
客
等
の
本
人
確
認
、
本
人
確

一
九
八



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
三
九
〇
）

認
記
録
の
作
成
・
保
存
、
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
等
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
、

二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）
に
は
、
金
融
機
関
本
人
確
認
法
違
反
事

件
及
び
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
違
反
事
件
の
検
挙
件
数
は
、
七
四
八
件
と
、

前
年
比
一
六
二
件
の
減
少
、
検
挙
人
員
も
五
五
〇
人
と
、
前
年
比
九
八
人

の
減
少
で
あ
っ
た
（
表
22
）。

 2）
　
携
帯
電
話
不
正
利
用
防
止
法
に
よ
る
規
制
（
17
）

役
務
提
供
契
約
に
係
る
通
信
可
能
端
末
設
備
等
（
通
話
可
能
な
携
帯
電
話

な
ど
） 

を
他
人
に
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
親
族
又
は
生
計
を
同
じ

く
し
て
い
る
者
に
対
し
譲
渡
す
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
携
帯
音
声

通
信
事
業
者
（
電
話
会
社
）
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
業
と

し
て
有
償
で
通
話
可
能
端
末
設
備
等
を
譲
渡
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲

役
若
し
く
は
三
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ

て
い
る
。

二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）
に
は
、
携
帯
電
話
不
正
利
用
防
止
法
違

反
事
件
の
検
挙
件
数
は
四
四
件
と
、
前
年
比
二
〇
件
の
減
少
、
検
挙
人
員

も
三
七
人
と
、
前
年
比
一
三
人
の
減
少
で
あ
っ
た
（
表
23
）。

表22　金融機関本人確認法・犯罪収益移転防止法検挙人員の推移（平成17〜22年）

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
金融機関本人確認法 検挙件数 183 203 287 171 25

検挙人員 145 138 130 110 19
犯罪収益移転防止法 検挙件数 198 739 723

検挙人員 149 538 531
合　　計 検挙件数 183 203 485 910 748

検挙人員 145 138 279 648 550
※ 　金融機関本人確認法とは、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防

止に関する法律」をいう。
※ 　犯罪収益移転防止法とは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」をいう。

表23　携帯電話不正利用防止法違反検挙者の推移（平成1８年〜22年）

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

携帯電話不正利用防止法違反 検挙件数 62 85 61 64 44

検挙人員 44 16 36 50 37
※ 　携帯電話不正使用防止法とは、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信

役務の不正な利用防止に関する法律」をいう。
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
三
九
一
）

携
帯
電
話
の
不
正
な
取
得
・
流
通
を
防
止
す
る
こ
と
も
極
め
て
重
要
な
対
策
で
あ
る
が
、
携
帯
電
話
販
売
店
か

ら
携
帯
電
話
端
末
を
だ
ま
し
取
る
詐
欺
罪
の
検
挙
件
数
は
、
平
成
二
二
年
に
は
五
五
四
件
と
、
前
年
比
三
八
五
件

の
減
少
、
検
挙
人
員
も
二
七
一
人
と
、
前
年
比
九
三
人
の
減
少
で
あ
っ
た
（
表
24
）。

 3）
　
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
に
よ
る
被
害
者
救
済
制
度
の
創
設

振
り
込
め
詐
欺
な
ど
の
被
害
者
の
迅
速
な
被
害
回
復
の
た
め
に
、「
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ

る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律
（
法
律
第
一
三
三
号
、
以
下
、「
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
」
と
い
う
。）」

が
、
二
〇
〇
七
年
（
平
成
一
九
年
）
一
二
月
二
一
日
に
公
布
さ
れ
、
翌
年
六
月
二
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

こ
の
法
律
の
目
的
は
、
い
わ
ゆ
る
振
り
込
め
詐
欺
に
よ
る
被
害
者
の
財
産
的
被
害
の
迅
速
な
回
復
を
行
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
分
配
金
支
払
い
の
手
続
き
を
二
条
以
下
で
定
め
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

① 　

口
座
凍
結
等　

銀
行
等
の
金
融
機
関
（
二
条
一
項
各
号
）
は
、
預
金
口
座
に
つ
き
、
犯
罪
利
用
預
金
口
座

で
あ
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
取
引
の
停
止
等
の
措
置
を
し
、
さ
ら
に
資
金
を
移
転
す
る
目
的
で

利
用
さ
れ
た
疑
い
が
あ
る
他
の
金
融
機
関
の
預
金
口
座
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
他
の
金
融
機
関
に

対
し
情
報
提
供
す
る
（
三
条
）
こ
と
に
な
る
。

② 　

債
権
消
滅
手
続　

預
金
保
険
機
構
は
、
金
融
機
関
が
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
で
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
相

当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
口
座
に
つ
い
て
の
公
告
の
求
め
（
四
条
一
項
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
口
座

の
金
融
機
関
、
支
店
、
種
別
、
及
び
口
座
番
号
、
名
義
人
名
並
び
に
権
利
行
使
届
出
期
間
を
公
告
す
る
（
五

表2４　携帯電話端末詐欺の検挙件数の推移（平成19年〜22年）

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
携帯電話端末詐欺 検挙件数 281 1,182 939 554

検挙人員 224 579 370 277
※ 　携帯電話端末を転売目的で契約した同携帯電話端末の契約者を携帯電話販売店に対する詐欺とし

て検挙したものを集計
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
三
九
二
）

条
一
項
）。
権
利
行
使
届
出
期
間
は
、
六
〇
日
以
上
と
す
る
（
同
条
二
項
）。 

権
利
行
使
届
出
期
間
内
に
届
出
が
な
く
、
か
つ
金
融
機

関
か
ら
の
犯
罪
利
用
預
金
口
座
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
旨
の
通
知
（
六
条
二
項
）
も
な
い
場
合
は
、
そ
の
口
座
の
預
金
債

権
は
消
滅
し
、
預
金
保
険
機
構
は
そ
の
旨
を
公
告
す
る
（
七
条
）。 

③ 　

分
配
金
の
支
払
い　

金
融
機
関
は
、
②
に
よ
り
債
権
が
消
滅
し
た
口
座
の
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
に
つ
き
、
そ
の
口
座
を
利
用

し
て
さ
れ
た
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
者
に
対
し
、
被
害
回
復
分
配
金
を
支
払
う
（
八
条
一
項
）。
こ
の
支
払
い
を
受
け
る
た
め
に
は
、

そ
の
金
融
機
関
に
対
し
、
被
害
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
事
実
や
被
害
額
な
ど
を
、
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
二
条
一
項
）、
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
律
の
概
要
は
、
次
の
図
３
・
４
・
５
の
通
り
で
あ
る
。

実
際
に
は
、
二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
年
）
七
月
一
六
日
、
本
法
五
条
に
基
づ
く
公
告
が
初
め
て
な
さ
れ
た
。
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三

年
）
八
月
一
六
日
現
在
の
公
告
状
況
に
つ
い
て
は
、
保
険
預
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w

.dic.go.jp/

new
/2011/2011.８.1６.htm

l （
1８
）

）。
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
三
九
三
）

図 3 　振り込め詐欺救済法の概要

＊ 1 … 金融機関が取引停止等した預金等債権。金融機関は名義人の権利を消滅させるため、
⑤の公告の求めを行う。

　 2 … ⑥の公告期間経過により名義人の権利が消滅した預金等債権。金融機関は以後⑧の
公告の求めを行う。

　　　なお、権利が消滅した預金残高が1,000円未満の場合は除かれる。
　 3 … 支払手続開始の公告は、運用上、６0日以上としている。
　 4 … 権利が消滅した預金残高を原資として、当該口座に振り込んだ被害者の被害額の割

合に応じて支払。
　 ５ … 主務省令の定めるところにより、一定の割合を預金口座等の名義人の救済に充て、

その残りを犯罪被害者等の支援の充実のための支払いに充てる。一
九
八



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
三
九
四
）

図 ４ 　被害者が行う手続の流れ
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
三
九
五
）

図 ５ 　被害配分金の支払い手続の流れ
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
三
九
六
）

６
．
警
察
・
金
融
機
関
に
お
け
る
取
り
組
み

 1）
　
警
察
に
よ
る
直
接
の
予
防
活
動

警
察
で
は
、
振
り
込
め
詐
欺
（
恐
喝
）
の
被
害
を
予
防
す
る
た
め
、
地
域
警
察
官
に
よ
る

Ａ
Ｔ
Ｍ
の
設
置
場
所
へ
の
立
ち
寄
り
に
よ
る
警
戒
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
利
用
者
へ
の
声
掛
け
等
を
積
極

的
に
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
振
り
込
め
詐
欺
（
恐
喝
）
の
被
害
発
生
状
況
に
つ
い
て
把
握
・
分
析
を
行
い
、
犯
行

に
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
設
置
場
所
や
被
害
発
生
時
間
帯
等
を
地
図
情
報
化
す
る

な
ど
し
て
、
当
該
分
析
情
報
を
警
察
官
の
立
ち
寄
り
警
戒
等
に
活
用
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
警
察
署
と
管
内
金
融
機
関
等
と
の
間
に
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
を
構
築
し
、
金
融
機
関
等

に
お
い
て
、
振
り
込
め
詐
欺
（
恐
喝
）
の
被
害
に
遭
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
発
見
し
た

場
合
に
は
、
振
り
込
み
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
た
め
、
当
該
金
融
機
関
等
と
協
力
し
て
説
得
を

行
っ
て
い
る
。

警
察
で
は
、
一
一
〇
番
通
報
の
ほ
か
、
警
察
相
談
専
用
電
話
（
全
国
統
一
電
話
番
号
「
♯

（
シ
ャ
ー
プ
）
九
一
一
〇
（
1９
）

」）
及
び
専
用
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
、
様
々
な
窓
口
を
設
け
、
振
り
込
め

詐
欺
に
関
す
る
相
談
や
情
報
を
幅
広
く
受
け
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
国
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
情

報
を
活
用
し
、
警
察
官
に
よ
る
警
告
電
話
の
実
施
、「
だ
ま
さ
れ
た
振
り
作
戦
（
20
）

」
に
よ
る
犯
人

ＡＴＭの警戒を行う警察官 地図分析システム

一
一
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
三
九
七
）

の
検
挙
、
事
業
者
に
対
す
る
犯
行
に
利
用
さ
れ
た
携
帯
電
話
の
契
約
者
確
認
の
求
め
や
金
融
機
関
に
対
す
る
振
込
先
指
定
口
座
の
凍
結
依

頼
に
よ
る
犯
行
ツ
ー
ル
の
無
力
化
等
を
実
施
し
、
効
果
的
な
取
締
り
や
被
害
防
止
を
推
進
し
て
い
る
。

 2）
　
各
金
融
機
関
等
に
お
け
る
取
り
組
み

⑴　
「
異
常
取
引
・
不
正
口
座
検
知
シ
ス
テ
ム
」
の
導
入

金
融
機
関
に
お
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て
全
口
座
の
入
出
金
状
況
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
監
視
し
、
通
常
の
取
引
で
は
あ
り
得
な

い
取
引
を
検
知
す
る
「
異
常
取
引
・
不
正
口
座
検
知
シ
ス
テ
ム
」
を
導
入
し
、
シ
ス
テ
ム
が
検
知
し
た
預
貯
金
口
座
に
つ
い
て
、
調
査
の

上
、
必
要
に
応
じ
て
凍
結
す
る
取
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
警
察
で
は
、
被
害
を
未
然
に
防
止
し
、
万
一
被
害
に
遭
っ
た
場
合
で
も
被

害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
た
め
に
有
効
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
金
融
機
関
に
そ
の
導
入
を
促
し
て
い
る
。

⑵　

Ａ
Ｔ
Ｍ
の
利
用
限
度
額
の
引
下
げ
の
促
進

金
融
機
関
で
は
、
顧
客
の
要
望
に
応
じ
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
利
用
し
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
等
に
よ
る
振
り
込
み
機
能
の
利
用
を
停
止
す
る

こ
と
又
は
口
座
間
送
金
等
の
利
用
限
度
額
を
引
き
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
振
り
込
め
詐
欺
（
恐
喝
）
の
被
害
を
未
然
に
防
止
し
、
万
一

被
害
に
遭
っ
た
場
合
で
も
被
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
た
め
、
警
察
で
は
、
金
融
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、
高
齢
の
口
座
開
設
者
を
中
心

に
、
こ
れ
ら
の
仕
組
み
を
利
用
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
（
図
６
）。
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
三
九
八
）

⑶　

Ａ
Ｔ
Ｍ
周
辺
に
お
け
る
携
帯
電
話
の
利
用
を
制
限
す
る
た
め
の
対
策

還
付
金
等
詐
欺
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
多
く
の
金
融
機
関
で
は
、
顧
客

に
対
し
て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
周
辺
に
お
け
る
携
帯
電
話
の
利
用
を
自
粛
す
る
よ
う
求
め

る
と
と
も
に
、
携
帯
電
話
を
利
用
し
な
が
ら
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
し
て
い
る
顧
客
に

対
し
て
声
掛
け
を
行
い
、
効
果
的
な
被
害
防
止
に
努
め
て
い
る
。
ま
た
、
一
部

の
金
融
機
関
で
は
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
周
辺
に
、
携
帯
電
話
の
電
波
を
遮
断
し
て
携
帯
電

話
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
装
置
、
例
え
ば
、
千
葉
銀
行
に
お
け
る

取
り
組
み
や
、
携
帯
電
話
を
利
用
し
た
際
に
生
じ
る
電
波
を
感
知
し
て
顧
客
に

対
し
警
告
を
発
す
る
装
置
を
設
置
す
る
取

組
み
を
進
め
て
い
る
。

勿
論
、
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
金
の
多

く
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
や
金
融
機
関
窓
口
を
利
用
し

て
送
金
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
金
融
機

関
の
職
員
等
に
よ
る
利
用
者
へ
の
声
掛
け

は
、
被
害
防
止
の
た
め
に
極
め
て
重
要
で

あ
る
。
こ
の
た
め
、
警
察
は
、
金
融
機
関
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
に
対
し
、
振

ＡＴＭ周辺での取組み

図 ６ 　振込限度額に関するパンフレットの例
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
三
九
九
）

り
込
め
詐
欺
が
疑
わ
れ
る
場
合
の
利
用
者
へ
の
声
掛
け
や
警
察
へ
の
通
報
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
効
率
的
に
広
報

啓
発
を
行
う
た
め
、
病
院
や
福
祉
関
係
事
業
者
等
と
連
携
し
高
齢
者
へ
の
注
意
喚
起
を
行
う
な
ど
、
被
害
者
層
が
日
常
的
に
接
す
る
こ
と

の
多
い
関
係
機
関
・
団
体
等
と
連
携
し
た
取
組
み
を
推
進
し
て
い
る
（
後
掲　

S
T

O
P

!

振
り
込
め
詐
欺　

ポ
ス
タ
ー
Ａ
・
Ｂ
参
照
）。

⑷　

個
人
に
よ
る
多
数
の
携
帯
電
話
契
約
及
び
預
貯
金
口
座
開
設
の
防
止

携
帯
電
話
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
個
人
に
よ
る
契
約
回
線
数
を
各
事
業
者
で
五
回
線
ま
で
に
制
限
す
る
こ
と
と
し
、
預
貯
金
口

座
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
個
人
に
よ
る
開
設
数
を
各
金
融
機
関
で
二
な
い
し
三
口
座
ま
で
に
制
限
し
て
い
る
。

⑸　

本
人
確
認
で
き
な
い
携
帯
電
話
の
契
約
者
及
び
凍
結
口
座
の
名
義
人
に
関
す
る
情
報
の
共
有

携
帯
電
話
に
つ
い
て
は
、
警
察
か
ら
本
人
確
認
の
求
め
が
あ
り
、
契
約
者
が
本
人
確
認
に
応
じ
な
い
た
め
利
用
停
止
と
な
っ
た
回
線
に

関
す
る
契
約
者
の
情
報
を
事
業
者
間
で
共
有
し
、
契
約
時
に
お
け
る
審
査
の
強
化
に
活
用
し
て
い
る
。

ま
た
、
預
貯
金
口
座
に
つ
い
て
は
、
振
り
込
め
詐
欺
（
恐
喝
）
に
利
用
さ
れ
て
凍
結
さ
れ
た
預
貯
金
口
座
の
名
義
人
の
リ
ス
ト
を
警
察

庁
が
作
成
し
、
全
国
銀
行
協
会
等
へ
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
金
融
機
関
に
お
い
て
情
報
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
リ
ス
ト
に
登
録
さ

れ
た
者
が
新
た
な
口
座
開
設
の
た
め
金
融
機
関
窓
口
を
訪
れ
た
際
に
、
金
融
機
関
が
口
座
開
設
を
断
る
と
と
も
に
、
警
察
へ
通
報
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
不
正
口
座
の
開
設
の
防
止
と
検
挙
の
推
進
が
図
ら
れ
て
い
る
（
21
）

。

こ
の
制
度
の
運
用
が
開
始
さ
れ
た
二
一
年
一
月
か
ら
同
年
五
月
に
か
け
て
、
警
察
庁
は
、
二
、七
一
四
人
分
の
リ
ス
ト
を
全
国
銀
行
協

会
等
に
提
供
し
た
。

一
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
四
〇
〇
）

⑹　

運
転
免
許
証
に
偽
変
造
の
疑
い
が
あ
る
場
合
の
警
察
へ
の
情
報
提
供

携
帯
電
話
の
契
約
時
に
、
契
約
申
込
者
が
本
人
確
認
書
類
と
し
て
事
業
者
に
対
し
て
提
示
し
た
運
転
免
許
証
が
偽
変
造
さ
れ
た
も
の
と

疑
わ
れ
る
場
合
に
、
事
業
者
は
、
警
察
へ
情
報
提
供
を
行
い
、
警
察
は
、
当
該
情
報
を
捜
査
に
活
用
し
て
犯
人
を
早
期
に
検
挙
す
る
と
と

も
に
、
不
正
に
契
約
さ
れ
た
携
帯
電
話
の
流
通
を
防
止
し
て
い
る
。

こ
の
制
度
の
運
用
が
開
始
さ
れ
た
二
〇
年
一
二
月
か
ら
二
一
年
三
月
に
か
け
て
の
事
業
者
か
ら
警
察
へ
の
情
報
提
供
を
端
緒
と
す
る
検

挙
人
員
は
、
三
九
人
で
あ
る
。

７
．
振
り
込
め
詐
欺
を
防
止
す
る
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
ま
と
め
に
代
え
て
）

 1）
　
予
防
の
考
え
方

二
〇
〇
四
年
（
平
成
一
六
年
）
版
の
警
察
白
書
は
、
警
察
に
よ
る
防
犯
か
ら
地
域
住
民
自
ら
の
手
に
よ
る
防
犯
へ
移
行
せ
ざ
る
を
得
な

い
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
犯
罪
の
認
知
件
数
に
対
す
る
検
挙
件
数
の
減
少
が
検
挙
率
の
低
下
を
招
き
、「
体
感
治
安
」
と
言
う
言

葉
を
生
み
出
し
た
。
こ
れ
以
降
、
国
や
地
方
自
治
体
で
は
「
安
全
な
街
作
り
」
の
推
進
を
進
め
て
き
て
い
る
（
22
）

。
こ
の
時
の
安
全
に
対
す
る

脅
威
は
、
街
頭
犯
罪
で
あ
り
、
幼
小
児
を
狙
う
連
れ
去
り
等
の
犯
罪
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
犯
罪
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
警
察
力
を
用
い
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
こ
と
に
対
応
す
る
た
め
、
地
域
に
お
け
る
防
犯

力
を
高
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
地
域
住
民
自
ら
が
防
犯
活
動
の
担
い
手
と
し
て
登
場
し
て
き
た
（
23
）

。
二
〇
〇
四
年
（
平
成
一
六
年
）
末
に

は
八
、〇
七
九
団
体
（
五
二
一
、七
四
九
人
）
で
あ
っ
た
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
数
は
、
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）
末
に
は
、

四
四
、五
〇
八
団
体
（
二
、七
〇
一
、八
五
五
人
）
に
増
加
し
て
い
る
が
、
構
成
員
の
平
均
年
齢
は
、
構
成
員
の
年
齢
が
六
〇
歳
代
以
上
の
団

一
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
四
〇
一
）

体
が
五
七
・
八
％
と
前
年
比
で
四
・
七
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て
い
る
（
24
）

。
徒
歩
に
よ
る
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
や
通
学
路
に
お
け
る
子
ど
も
の
保

護
・
誘
導
が
そ
れ
ぞ
れ
活
動
の
八
三
・
一
％
、
七
六
・
四
％
を
占
め
て
多
い
が
、
高
齢
者
の
見
守
り
や
振
り
込
め
詐
欺
被
害
防
止
に
関
す
る

啓
発
活
動
や
訪
問
活
動
も
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

勿
論
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
を
継
続
的
に
支
援
す
る
た
め
に
は
、
警
察
（
署
）
や
地
方
自
治
体
か
ら
の
情
報

提
供
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
繋
が
る
研
修
、
活
動
の
拠
点
の
提
供
等
の
様
々
な
支
援
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
論
を
待
た
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
二
一
世
紀
は
、
被
害
者
の
世
紀
で
あ
り
、
二
〇
世
紀
は
加
害
者
の
世
紀
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
犯
罪
（
以
下
、
非
行
を
含
め
て

論
じ
る
。）
原
因
論
は
、
何
故
人
は
犯
罪
を
犯
す
の
か
、
犯
罪
者
の
再
犯
抑
止
の
た
め
の
処
遇
（
更
生
）
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
の
視
点
で
論

じ
ら
れ
て
き
た
が
、
現
在
は
、
犯
罪
は
あ
る
一
定
の
条
件
を
具
備
す
れ
ば
、
普
通
の
人
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
る
得
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
あ

る
こ
と
に
鑑
み
、
ど
う
す
れ
ば
、
犯
罪
の
被
害
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
に
視
点
を
置
い
た
犯
罪
予
防
理
論
・
公
式
が
示
さ
れ
て
き
た
（
2５
）

。

こ
こ
で
は
、「
抵
抗
性
」、「
領
域
性
」、
そ
し
て
「
監
視
性
」
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
罪
発
生
の
機
会
を
防
ぐ
（
無
く
す
）
こ
と
を

提
案
し
て
い
る
『
防
犯
環
境
設
計
』
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
き
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

『
防
犯
環
境
設
計
』
の
基
本
的
な
概
念
は
、「
監
視
性
の
確
保
」「
領
域
性
の
確
保
」「
接
近
制
御
」「
被
害
対
象
（
物
）
の
強
化
・
回
避
」

の
四
つ
か
ら
な
る
が
、
犯
罪
弱
者
、
一
般
的
に
は
、
女
性
、
子
ど
も
、
高
齢
者
を
指
す
が
、
特
に
自
己
防
衛
力
の
低
い
高
齢
者
の
犯
罪
被

害
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
基
本
原
則
に
関
す
る
従
来
の
考
え
方
（
2６
）

に
修
正
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
監
視
性
の
確
保
」
に
つ
い
て
は
、
不
審
者
や
犯
罪
企
図
者
の
動
き
を
自
然
の
見
通
し
を
確
保
し
な
が
ら
監
視
で
き
る
動

線
形
成
、
近
隣
住
民
か
ら
の
不
審
者
（
普
段
見
慣
れ
な
い
人
を
含
む
）
に
対
す
る
声
掛
け
と
、
必
要
に
応
じ
た
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
が
求
め

ら
れ
る
（
2７
）

。
加
齢
に
よ
る
視
力
の
低
下
や
白
内
障
・
緑
内
障
等
の
視
力
障
害
の
発
症
は
、
高
齢
者
自
ら
の
監
視
力
を
阻
害
す
る
可
能
性
を
有
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し
て
お
り
、
近
隣
住
民
に
よ
る
監
視
力
の
支
援
・
強
化
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
特
に
、
空
き
巣
等
の
侵
入
盗
犯
が
、
事
前
の
下

見
を
行
う
の
と
同
様
に
、
振
り
込
め
詐
欺
行
為
者
も
事
前
の
下
見
を
通
し
て
高
齢
者
世
帯
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
観
察
し
て
い
る
こ
と
が
窺

え
る
か
ら
で
あ
る
（
2８
）

。
居
住
者
の
帰
属
意
識
（
我
が
町
意
識
）
の
向
上
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
の
促
進
を
基
礎
と
す
る
「
領
域
性
の
確
保
」

に
つ
い
て
は
、
夫
婦
共
に
高
齢
者
世
帯
、
あ
る
い
は
高
齢
者
の
独
居
世
帯
で
は
、
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
身
体
能
力
が
低
下
し
、
外
出
や

地
域
の
イ
ベ
ン
ト
に
積
極
的
に
参
加
す
る
機
会
も
減
少
し
、
結
果
的
に
近
隣
住
民
と
の
交
流
が
減
少
す
る
傾
向
が
あ
る
。
特
に
、
都
市
部

に
お
い
て
は
そ
の
傾
向
が
強
く
、
郡
部
に
お
け
る
高
齢
過
疎
地
域
と
は
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
地
域
で
支
え
る
取

り
組
み
が
特
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
交
番
の
警
察
官
が
行
う
受
け
持
ち
地
域
の
朝
夕
二
回
の
巡
回
時
に
お
け
る
声
掛
け
は
、
安
全
・
安
心
確
認
に
繋
が
る
し
、
民

生
委
員
に
よ
る
定
期
訪
問
も
同
様
の
効
果
が
期
待
で
き
る
。
し
か
し
、
向
こ
う
三
軒
両
隣
の
住
民
に
よ
る
支
え
合
い
が
何
よ
り
で
あ
る
。

地
域
住
民
に
高
齢
者
自
ら
が
、
そ
の
生
活
状
態
を
情
報
発
信
し
、
支
援
を
得
や
す
い
よ
う
に
、
働
き
か
け
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、

老
人
会
（
敬
老
会
）
の
様
な
高
齢
者
主
体
の
会
運
営
で
は
な
く
、
異
世
代
（
三
世
代
）
交
流
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
、
高
齢
者
福
祉
施
設

（
例
え
ば
、
デ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
等
）
と
幼
稚
園
（
保
育
園
）
が
同
じ
施
設
内
に
あ
り
、
幼
児
と
高
齢
者
が
交
流
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
子
育

て
世
代
と
の
交
流
の
芽
が
生
ま
れ
、
自
然
と
地
域
内
に
お
け
る
異
世
代
交
流
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
2９
）

。
す
な
わ
ち
、
高
齢

者
世
帯
を
地
域
の
中
で
孤
立
化
さ
せ
な
い
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
（
30
）

。

「
接
近
制
御
」
に
つ
い
て
は
、『
音
』
を
基
本
と
す
る
制
御
は
、
加
齢
に
よ
る
聴
力
の
減
退
を
考
慮
す
れ
ば
、
住
宅
の
周
囲
を
音
が
発
生

し
や
す
い
部
材
で
囲
み
、
不
審
者
の
侵
入
を
知
ら
せ
る
た
め
に
は
、
収
音
能
力
を
高
め
た
り
、
室
内
で
音
を
増
幅
し
て
聞
こ
え
や
す
く
す

る
装
置
を
設
置
す
る
等
の
工
夫
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
住
居
の
防
犯
性
能
を
高
め
る
た
め
、
特
に
、
開
口
部
の
防
犯
性
能
の
強
化
を
図
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る
た
め
に
は
追
加
の
費
用
負
担
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
金
生
活
者
に
と
っ
て
は
高
負
担
と
な
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
高
齢
者
世
帯
の
こ

の
種
の
改
築
等
に
は
、
国
や
地
方
自
治
体
か
ら
補
助
金
が
交
付
さ
れ
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
現
在
、
防
災
・
医
療
面

か
ら
設
置
や
導
入
が
各
地
方
自
治
体
で
進
ん
で
い
る
緊
急
時
通
報
シ
ス
テ
ム
の
中
に
防
犯
性
能
を
付
加
す
る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ

う
（
31
）

。「
被
害
対
象
（
物
）
の
強
化
・
回
避
」
に
つ
い
て
は
、
侵
入
盗
犯
に
つ
い
て
は
、
開
口
部
を
物
理
的
に
強
化
す
る
こ
と
で
対
応
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
し
、
ひ
っ
た
く
り
や
路
上
で
の
性
犯
罪
等
の
身
体
犯
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
被
害
が
発
生
し
や
す
い
地
理
的
条
件
や
時
間

帯
等
の
犯
罪
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
、
周
知
す
る
こ
と
で
、
自
己
防
衛
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
振
り
込
め
詐
欺
は
、

物
理
的
な
犯
罪
抑
止
環
境
を
強
化
し
て
も
、
被
害
対
象
者
の
最
愛
の
者
を
助
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
や
社
会
的
な
不
安
要
因
を
言
葉
巧
み

に
利
用
し
て
心
の
中
に
入
り
込
む
と
い
う
手
口
で
、
高
齢
者
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
る
た
め
、
単
に
情
報
の
提
供
だ
け
で
は
、
効
果
は

期
待
で
き
な
い
（
32
）

。
神
奈
川
県
警
調
査
で
も
、
振
り
込
め
詐
欺
に
つ
い
て
、
回
答
者
の
七
九
％
が
「
知
っ
て
る
」
と
回
答
し
、
オ
レ
オ
レ
詐

欺
に
つ
い
て
も
八
六
・
四
％
が
「
知
っ
て
い
る
」
と
回
答
し
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
手
口
に
つ
い
て
も
、
二
二
％
、
二
九
・
六
％
が
「
詳
し

く
知
っ
て
い
る
」
と
答
え
て
お
り
、
だ
か
ら
「
被
害
に
遭
わ
な
い
自
信
が
あ
っ
た
（
自
分
は
大
丈
夫
）」
と
回
答
し
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ

七
五
％
、
七
七
・
四
％
と
高
い
割
合
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
考
慮
し
た
場
合
、
提
供
さ
れ
た
情
報
が
知
識
止
ま
り
で
あ
り
、
実
際
に
コ
ン
タ
ク
ト
が
あ
っ
た
時
ど
の
様
に
対
処
す
れ
ば

良
い
の
か
、
具
体
的
な
被
害
回
避
の
行
動
を
可
能
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
中
心
と
し
た
研
修
機
会
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
問
題
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
（
33
）

。
知
識
を
ど
う
活
か
す
の
か
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
や
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
を
実
施
し
、
自
分
の
行
動
に
つ
い
て
、
他
の

参
加
者
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
（
評
価
者
）
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
再
度
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
な
ど
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
さ
ら
に
、
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可
能
で
あ
れ
ば
、
こ
の
様
な
研
修
は
、
定
期
的
、
継
続
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
し
、
高
齢
者
を
支
え
て
い
る
若
い
世
代
や
近
隣

住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

情
報
の
提
供
の
仕
方
に
つ
い
て
も
、
一
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
。
振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
に
作
成
さ
れ
て
い
る
資
料
や
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
は
、
一
般
的
な
も
の
が
多
く
、
狙
わ
れ
て
い
る
高
齢
者
が
理
解
し
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
か
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
全

国
銀
行
協
会
、
警
察
庁
、
各
都
道
府
県
警
察
本
部
が
作
成
し
た
も
の
も
、
各
金
融
機
関
が
作
成
し
、
店
舗
内
に
掲
示
し
て
あ
る
も
の
も
、

狙
わ
れ
て
い
る
高
齢
者
が
気
付
き
や
す
い
、
目
を
留
め
、
手
を
止
め
、
振
り
込
む
前
に
一
寸
自
分
の
行
動
を
振
り
返
る
機
会
に
な
る
も
の

で
あ
る
か
、
高
齢
者
自
身
に
検
証
し
て
も
ら
う
こ
と
も
一
考
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
他
個
的
な
回
避
措
置
と
し
て
は
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
の
送
金
額
の
制
限
や
「
異
常
取
引
・
不
正
口
座
検
知
シ
ス
テ
ム
」
を
導
入
等
に

よ
り
、
金
融
機
関
に
お
け
る
振
り
込
め
詐
欺
対
策
は
、
一
定
の
功
を
奏
し
て
は
い
る
も
の
の
、
自
己
主
体
的
な
回
避
措
置
を
取
る
た
め
の

知
識
を
踏
ま
え
た
知
恵
が
身
に
つ
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
振
り
込
め
詐
欺
の
手
口
に
あ
る
「
劇
場
型
」
で
は
、
複
数
の
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
に
基
づ
い
て
、
固
定
電
話
に
掛
け

て
く
る
こ
と
か
ら
、
幕
が
上
が
り
、
次
か
ら
次
へ
と
役
者
が
登
場
し
、
電
話
に
応
対
し
た
高
齢
者
を
劇
中
に
誘
い
込
む
。
こ
れ
に
対
し
て

は
、
優
れ
て
効
果
的
な
回
避
措
置
と
し
て
は
、
固
定
電
話
の
電
話
帳
掲
載
を
止
め
る
こ
と
が
先
ず
考
え
ら
れ
る
（
34
）

。
現
在
多
く
の
電
話
機
に

組
み
込
ま
れ
て
い
る
発
信
者
名
表
示
シ
ス
テ
ム
（
ナ
ン
バ
ー
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
）
を
利
用
し
、
非
通
知
電
話
に
は
出
な
い
対
策
を
取
る
こ
と
も

一
考
で
あ
る
。
ま
た
、
同
様
に
、
最
近
の
電
話
機
に
は
通
話
中
で
も
録
音
で
き
る
機
能
が
有
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
使
用
に
習
熟
さ
せ

る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
電
話
内
容
の
確
認
を
す
ぐ
行
い
、
真
偽
を
確
か
め
る
こ
と
は
、
親
子
関
係
や
親
族
関
係
を
壊
す
こ
と

に
は
繋
が
ら
な
い
し
、
そ
の
た
め
に
も
、
親
子
で
日
常
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
た
り
、
意
思
疎
通
を
図
り
何
で
も
話
せ
る
雰

一
一
八



振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
四
〇
五
）

囲
気
を
醸
成
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
の
こ
と
は
、
前
掲
神
奈
川
県
警
調
査
の
気
付
い
た
き
っ
か
け
は
、「
親
族
な
ど
と
の
会
話
」
が

五
七
％
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
で
は
、
七
三
・
〇
％
と
高
い
割
合
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
裏
付
け
ら
れ
る
。

 2）
　
身
近
な
セ
イ
フ
テ
ィ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
構
築

次
に
必
要
な
こ
と
は
、
身
近
な
セ
イ
フ
テ
ィ
ー
・
シ
ス
テ
ム
へ
の
ア
ク
セ
ス
方
法
を
知
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
自
分
が
振
り
込
め
詐

欺
の
被
害
者
に
な
っ
た
こ
と
を
「
家
族
」
や
「
近
隣
の
住
民
」
に
知
ら
れ
た
く
な
い
、
と
い
う
（
恥
の
）
意
識
の
有
る
こ
と
が
、
迅
速
な

事
後
対
応
に
繋
が
ら
な
い
こ
と
も
多
く
、
神
奈
川
県
警
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
日
以
上
経
過
し
た
後
気
付
い
た
の
は
、
振
り
込
め
詐
欺
で
四
四

％
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
で
は
三
四
・
四
％
も
い
る
こ
と
か
ら
、
被
害
事
実
を
隠
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
理
解
で
き
る
余
地
が
あ
る
が
、
一

時
間
以
内
に
気
付
い
た
者
が
そ
れ
ぞ
れ
、
一
四
％
、
一
五
・
一
％
、
一
時
間
以
上
三
時
間
未
満
が
そ
れ
ぞ
れ
、
一
五
％
、
一
七
・
七
％
い
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
各
金
融
機
関
に
お
け
る
当
日
決
済
手
続
き
が
完
了
す
る
ま
で
の
時
間
内
処
理
が
で
き
得
れ
ば
、
振
り
込
み
手
続
き
後

で
あ
っ
て
も
指
定
の
口
座
へ
の
入
金
処
理
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
得
る
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
先
ず
、
振
り
込
み
活
動
が
行
わ
れ
る

各
金
融
機
関
内
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
高
齢
者
が
立
っ
た
際
に
は
、
フ
ロ
ア
担
当
の
職
員
が
声
掛
け
・
確
認
を
行
い
、
振
り
込
め
詐
欺
の
お
そ
れ
の
有

無
を
確
認
す
る
こ
と
、
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
家
族
、
と
り
わ
け
欺
罔
行
為
の
中
心
人
物
で
あ
る
子
ど
も
や
孫
に
、
直
接
、
振

り
込
み
の
必
要
性
を
問
い
合
わ
せ
る
事
を
勧
め
る
か
、
代
行
す
る
こ
と
も
一
考
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
千
葉
銀
行
が
既
に
実
施
し
て
い
る
Ａ

Ｔ
Ｍ
コ
ー
ナ
ー
二
メ
ー
ト
ル
以
内
の
携
帯
電
話
電
波
遮
断
シ
ス
テ
ム
が
、
全
金
融
機
関
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
も
急
務
で
あ
ろ
う
。

高
齢
者
自
身
が
口
座
開
設
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
日
常
の
取
引
と
は
異
な
っ
た
金
額
の
引
出
や
送
金
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
金
融
機
関

相
互
の
当
日
決
算
前
に
、
確
認
の
連
絡
を
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
三
条
に
基
づ
き
口
座
凍
結
依
頼
が

一
一
八



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
四
〇
六
）

為
さ
れ
て
お
り
、
全
国
銀
行
協
会
（
全
銀
協
）
及

び
警
察
庁
等
か
ら
報
告
が
有
っ
た
場
合
に
は
、
各

金
融
機
関
は
、
振
り
込
め
詐
欺
に
利
用
さ
れ
て
い

る
口
座
情
報
を
直
ち
に
フ
ロ
ア
担
当
、
窓
口
担
当

職
員
に
周
知
し
、
高
齢
者
に
よ
る
振
込
先
口
座
が

凍
結
口
座
リ
ス
ト
に
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ

い
て
確
認
し
、
そ
の
事
実
を
説
明
す
る
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
。

ま
た
、
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
、
顧
客
の
た
め

に
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
を
作
成
し
各
支
店
等
で
配
布

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
レ

タ
ー
の
発
行
に
際
し
、
振
り
込
め
詐
欺
特
集
を
組

み
、
高
齢
者
の
顧
客
に
手
渡
し
、
も
し
く
は
宅
配

し
て
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
も
情
報
発
信
と
し
て

は
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
配
布
先
は
、
地
元

自
治
体
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
、
警
察
署
、
高
齢

者
福
祉
施
設
、
民
生
委
員
、
町
内
会
・
自
治
会
等

図 7

図 ８

一
九
九



振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
四
〇
七
）

も
含
め
る
と
情
報
の
共
有
が
で
き
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
広
が
り
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
安
全
・
安
心
な
街
作
り
の
三
者
連
携
の
あ
り
方
の
基
本
は
、
次
の
図
７
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
（
3５
）

。

し
か
し
、
振
り
込
め
詐
欺
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
も
う
一
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
。
高
齢
者
（
世
帯
）
を
中
心
と
し
て
警
察
、
金
融

機
関
、
自
治
体
（
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
）、
福
祉
事
務
所
（
民
生
委
員
）、
高
齢
者
福
祉
施
設
等
や
そ
の
職
員
、
近
隣
住
民
（
防
犯
・
防
災
・
福

祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
を
含
む
）
等
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
連
携
し
て
高
齢
者
を
支
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
（
図
８
）。

 3）
　
振
り
込
め
詐
欺
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
対
策
の
推
進

振
り
込
め
詐
欺
は
、
単
独
犯
で
は
な
く
て
、
グ
ル
ー
プ
犯
罪
で
あ
り
、
事
前
に
振
込
先
口
座
を
開
設
し
た
り
、
譲
り
受
け
た
り
、
コ
ン

タ
ク
ト
を
取
る
た
め
の
携
帯
電
話
等
の
端
末
を
入
手
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
振
り
込
め
詐
欺
を
助
長
す
る
行
為
を
取

り
締
ま
る
た
め
の
法
整
備
が
為
さ
れ
、
そ
れ
な
り
の
成
果
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
高

齢
者
世
帯
の
情
報
が
収
集
さ
れ
、
売
買
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
等
の
電
話
事
業
者
が
作
成
配
布
し
て
い
る
ハ

ロ
ー
ペ
ー
ジ
等
の
電
話
帳
へ
の
掲
載
に
つ
い
て
は
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
る
が
、
市
町
村
単
位
で
は
、
従
前
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と

し
て
、
そ
の
域
内
の
住
民
の
住
所
地
と
電
話
番
号
が
セ
ッ
ト
に
な
り
、
か
つ
、
住
宅
地
図
に
世
帯
主
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
作
成
・
配
布

し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
自
治
体
か
ら
の
配
布
は
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
地
元
の
業
者
が
便
利
な
も
の
だ
か
ら
と
有
料
頒
布
し
て
い
る

ケ
ー
ス
も
有
り
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
が
住
民
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
物
も
含
め
、
振
り
込
め
詐
欺
グ
ル
ー
プ
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
作
成
・
利
用
・
廃
棄
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
悪
用
さ
れ
な
い
よ
う
な
管
理
態
勢
の
確
立
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

名
簿
に
記
載
さ
れ
た
電
話
に
電
話
を
掛
け
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
振
り
込
ま
れ
た
金
員
を
引
き
出
す
出
し
子
と
し
て
、
少
年
が
使
わ
れ
る
ケ
ー

一
九
一



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
四
〇
八
）

ス
も
多
い
が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
コ
ー
ナ
ー
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
画
像
解
析
を
通
し
て
、
出
し
子
情
報
を
解
析
し
、
出
金
管
理
に
利
用
す
る
こ
と
も
必

要
と
な
る
（
3５
）

。

近
年
は
、
暴
力
団
だ
け
で
な
く
、
中
国
系
犯
罪
組
織
等
が
国
内
の
グ
ル
ー
プ
を
指
揮
・
管
理
し
て
振
り
込
め
詐
欺
を
行
い
、
入
手
し
た

金
員
を
国
外
送
金
す
る
ケ
ー
ス
も
増
え
つ
つ
有
り
、
振
り
込
め
詐
欺
の
国
際
化
に
も
対
応
す
る
必
要
が
出
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
日
本

国
内
で
雇
っ
た
者
を
出
国
さ
せ
、
現
地
の
ホ
テ
ル
の
一
室
か
ら
入
手
し
た
携
帯
電
話
等
を
利
用
し
て
、
国
内
の
高
齢
者
宅
に
電
話
を
掛
け

さ
せ
る
手
口
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
利
用
さ
れ
る
携
帯
電
話
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
能
を
逆
利
用
し
、
犯
行
地
・
行
為
者
（
利
用
者
）

を
特
定
し
検
挙
に
結
び
つ
け
る
こ
と
も
効
果
が
あ
る
（
3６
）

。

 ４）
　
事
後
対
応
（
危
険
の
発
生
を
最
小
限
に
す
る
に
は
）

高
齢
者
が
、
自
ら
対
応
す
る
の
で
は
な
く
、
家
族
や
関
係
機
関
と
迅
速
に
連
絡
（
届
出
）
し
、
専
門
的
な
助
言
を
得
て
、
対
応
す
る
事

が
求
め
ら
れ
る
。
金
融
機
関
の
窓
口
対
応
時
間
内
で
あ
れ
ば
、
お
客
様
相
談
窓
口
の
担
当
者
に
、
時
間
外
で
あ
っ
て
も
店
舗
内
に
職
員
が

い
る
時
間
帯
で
あ
れ
ば
連
絡
を
取
り
、
振
込
先
口
座
か
ら
の
出
金
を
回
避
す
る
措
置
を
取
っ
て
も
ら
い
、
金
融
機
関
に
連
絡
が
取
れ
な
い

場
合
は
、
♯
九
一
一
〇
『
警
察
の
生
活
安
全
相
談
』
に
電
話
（
二
四
時
間
対
応
）
し
、
対
応
を
相
談
す
る
。
そ
の
際
、
相
手
か
ら
か
か
っ

て
き
た
電
話
番
号
や
、
指
示
さ
れ
た
携
帯
番
号
、
振
込
先
口
座
の
番
号
を
メ
モ
し
て
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
も
告
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
被
害
を
最
小
限
に
防
ぐ
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
に
よ
る
救
済
手
続
を
取
る
こ
と
、
こ
の
場
合
は
、
各
金
融
機
関
で
も
手
続
に
つ
い
て
は
、
支
援
が
受
け
れ
る
が
、

各
地
に
あ
る
単
位
弁
護
士
会
の
事
務
局
で
も
相
談
・
対
応
し
て
く
れ
る
。

一
九
九



振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
四
〇
九
）

但
し
、
事
後
対
応
の
手
続
な
ど
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い
解
説
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
、
そ
し
て

マ
ニ
ュ
ア
ル
等
が
少
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
早
急
に
対
応
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

財
産
的
な
被
害
を
何
と
か
回
収
で
き
た
、
も
し
く
は
実
際
に
は
被
害
を
被
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
振
り
込
め
詐
欺
に
遭
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
受
け
た
精
神
的
な
不
安
や
個
人
情
報
の
拡
散
に
対
す
る
不
安
を
癒
や
す
た
め
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
に
つ
い
て
は
、
そ
の
制
度
は
未
だ

緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
、
今
後
の
対
応
が
望
ま
れ
る
。

（
１
） 

一
九
八
五
年
（
昭
和
六
〇
年
）
に
社
会
問
題
化
し
た
こ
の
事
件
は
、
被
害
者
数
は
数
万
人
、
被
害
総
額
は
二
〇
〇
〇
億
円
近
く
と
見
積
も
ら
れ
、

被
害
者
の
多
く
が
高
齢
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
首
謀
者
で
あ
る
永
野
一
男
会
長
が
同
年
六
月
一
八
日
に
刺
殺
さ
れ
た
。
翌
一
九
八
六
年
（
昭
和

六
一
年
）
五
月
二
三
日
に
は
「
特
定
商
品
等
の
預
託
等
取
引
契
約
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
り
、
金
な
ど
の
預
託
取
引
契

約
に
対
し
て
、
一
定
期
間
内
な
ら
、
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
契
約
を
解
除
で
き
る
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
っ

て
見
ら
れ
る
悪
質
商
法
や
詐
欺
的
商
法
の
手
口
は
、
豊
田
商
事
グ
ル
ー
プ
の
ベ
ル
ギ
ー
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
株
式
会
社
な
ど
の
手
口
を
模
倣
し
て
い
る
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
無
い
。
豊
田
商
事
事
件
判
決
に
つ
い
て
は
、
判
例
時
報
一
三
二
一
号
三
頁
以
下
豊
田
商
事
詐
欺
被
告
事
件
第
一
審
判
決
を
参
照

さ
れ
た
い
。

　

な
お
、
悪
質
商
法
か
ら
の
被
害
予
防
区
に
つ
い
て
は
、
西
村
春
夫
「
犯
罪
か
ら
の
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
─
特
に
悪
質
商
法
か
ら
の
被
害
予
防
に

つ
い
て
─
」『
市
民
が
作
る
安
全
な
暮
ら
し
』「
春
日
井
市
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
編
』
六
六
頁
以
降
参
照

（
２
） 

「
地
域
消
費
生
活
フ
ォ
ー
ラ
ム in 

松
田
町
（
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
一
日
）」
の
講
師
と
し
て
筆
者
が
講
演
し
、
そ
の
後
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
が
実
施
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
の
話
題
提
供
の
た
め
に
作
成
し
た
資
料
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
） 

振
り
込
め
詐
欺
と
は
、
オ
レ
オ
レ
詐
欺
、
架
空
請
求
詐
欺
、
融
資
保
証
金
詐
欺
及
び
還
付
金
等
詐
欺
の
総
称
で
、
架
空
・
他
人
名
義
の
預
金
口

座
や
携
帯
電
話
等
を
利
用
し
、
不
特
定
多
数
の
者
か
ら
現
金
等
を
だ
ま
し
取
る
犯
罪
を
い
う
。

一
九
八



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
四
一
〇
）

（
４
） 

オ
レ
オ
レ
詐
欺
と
は
、
親
族
を
装
う
な
ど
し
て
電
話
を
か
け
、
会
社
に
お
け
る
横
領
金
の
補
て
ん
金
等
の
様
々
な
名
目
で
現
金
が
至
急
必
要
で

あ
る
か
の
よ
う
に
信
じ
込
ま
せ
、
動
転
し
た
被
害
者
に
指
定
し
た
預
貯
金
口
座
に
現
金
を
振
り
込
ま
せ
る
な
ど
の
手
口
に
よ
る
詐
欺
を
い
う
。

（
５
） 
架
空
請
求
詐
欺
と
は
、
架
空
の
事
実
を
口
実
に
金
品
を
請
求
す
る
文
書
を
送
付
し
て
、
指
定
し
た
預
貯
金
口
座
に
現
金
を
振
り
込
ま
せ
る
な
ど

の
手
口
に
よ
る
詐
欺
を
い
う
。

（
６
） 

融
資
保
証
金
詐
欺
と
は
、
融
資
を
受
け
る
た
め
の
保
証
金
の
名
目
で
指
定
し
た
預
貯
金
口
座
に
現
金
を
振
り
込
ま
せ
る
な
ど
の
手
口
に
よ
る
詐

欺
を
い
う
。

（
７
） 

還
付
金
等
詐
欺
と
は
、
市
区
町
村
の
職
員
等
を
装
い
、
医
療
費
の
還
付
等
に
必
要
な
手
続
を
装
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
さ
せ
て
口
座
間
送
金
に

よ
っ
て
振
り
込
ま
せ
る
手
口
に
よ
る
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
を
い
う
。

（
８
） 

平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
（
水
）
を
も
っ
て
エ
ク
ス
パ
ッ
ク
封
筒
の
販
売
を
終
了
し
て
い
る
（
購
入
済
み
の
も
の
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日

（
木
）
以
降
も
従
来
ど
お
り
ご
利
用
で
き
る
。）。
そ
し
て
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
（
木
）
か
ら
は
、
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
を
販
売
し
て
い
る
。

（
９
） 

振
り
込
め
詐
欺
被
害
状
況
調
査
結
果　

http://w
w

w
.police.pref.kanagaw

a.jp/m
es/m

esd011６.htm

（
10
） 

詳
し
く
は
、
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照　

http://k-tai.im
press.co.jp/cda/article/new

s_toppage/431６５.htm
l

（
11
） 

飯
利
雄
彦
「
振
り
込
め
詐
欺
対
策
の
経
緯
」
警
察
学
論
集
六
二
巻
七
号
（
二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
一
年
）
七
月
）
三
〇
頁
以
降
に
取
り
組
み
状

況
に
つ
い
て
は
、
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
一
年
）
以
降
の
状
況
に
つ
い
て
は
、「
振
り
込
め
対
策
の
進
展
と
今
後
の
課

題
」（
上
）（
下
）『
警
察
学
論
集
』
六
三
巻
五
号
一
頁
以
降
、
六
号
一
〇
頁
以
降
参
照

（
12
） 

情
報
提
供
の
項
目
と
し
て
、
①
都
道
府
県
警
察
に
よ
る
創
意
工
夫
に
よ
る
取
り
組
み
事
例
、
②
検
挙
に
至
っ
た
好
事
例
、
③
振
り
込
め
詐
欺
の

犯
行
・
被
害
の
全
国
的
な
傾
向
な
ど
を
伝
達
す
る
も
の
、
そ
し
て
、
④
振
り
込
め
詐
欺
対
策
に
資
す
る
警
察
庁
の
積
極
的
な
活
用
等
を
促
す
も
の
、

が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
13
） 

全
国
警
察
の
『
司
令
塔
』
を
集
め
、「
振
り
込
め
詐
欺
撲
滅
の
た
め
の
取
締
活
動
及
び
予
防
活
動
の
強
化
推
進
期
間
」
の
取
組
状
況
の
検
証
と

今
後
推
進
す
べ
き
諸
対
策
等
に
つ
い
て
検
討
・
指
示
し
た
。
席
上
、
安
藤
隆
春
次
長
が
「
振
り
込
め
詐
欺
撲
滅
に
向
け
た
取
組
み
は
こ
れ
か
ら
が
本

番
。
先
手
先
手
で
諸
対
策
の
推
進
を
」
と
訓
示
し
た
（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
〇
一
日
）。
こ
れ
以
降
、
毎
年
強
化
推
進
期
間
の
開
催
前
に
実
施
さ
れ

一
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
四
一
一
）

て
い
る
。
二
〇
一
一
年
一
月
二
四
日
に
は
、
安
藤
長
官
が
、
特
に
、
⑴
振
り
込
め
詐
欺
に
対
す
る
国
民
の
警
戒
心
・
抵
抗
力
の
強
化
と
撲
滅
に
向
け

た
機
運
の
醸
成
、
⑵
現
に
犯
行
を
繰
り
返
す
犯
行
グ
ル
ー
プ
の
摘
発
、
⑶
犯
行
ツ
ー
ル
遮
断
対
策
の
持
続
的
推
進
、
に
つ
い
て
訓
示
し
た
（
日
刊
警

察
ニ
ュ
ー
ス
各
日
号
か
ら
）。

（
14
） 
金
高
雅
仁
「
振
り
込
め
詐
欺
対
策
の
意
義
」
警
察
学
論
集
六
二
巻
七
号
六
頁
以
降
に
、
振
り
込
め
詐
欺
の
取
締
に
か
か
る
警
察
庁
の
基
本
的
な

考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
1５
） 

新
倉
秀
也
「
振
り
込
め
詐
欺
対
策
に
お
け
る
関
係
業
界
と
の
連
携
」
警
察
学
論
集
六
二
巻
七
号
六
〇
頁
以
降
に
、
二
〇
〇
三
年
（
平
成
一
五

年
）
〜
二
〇
〇
六
年
（
一
八
年
）、
二
〇
〇
七
年
（
一
九
年
）
以
降
に
分
け
て
、
各
業
界
・
事
業
者
等
と
の
連
携
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
1６
） 

平
成
二
〇
年
三
月
一
日
以
降
、「
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
九
年
法
律
第
二
二
号
）」（
以
下
「
犯
罪
収
益
移
転

防
止
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ
き
、
金
融
機
関
に
対
し
本
人
確
認
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
の
施
行
に
伴

い
、
従
来
、
金
融
機
関
に
本
人
確
認
を
義
務
づ
け
て
い
た
「
金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
及
び
預
金
口
座
等
の
不
正
な
利
用
の
防
止

に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
四
年
法
律
第
三
二
号
）（
以
下
、「
金
融
機
関
本
人
確
認
法
」
と
い
う
。）
や
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
の
根
拠
と
な
っ
て
い

た
「
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
組
織
犯
罪
処
罰
法
」
と
い
う
。）」
第
五
章
の
規
定
は
廃
止
さ
れ

た
が
、
金
融
機
関
と
の
取
引
に
際
し
て
行
わ
れ
る
本
人
確
認
の
内
容
は
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
。

（
1７
） 

「
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
携

帯
電
話
不
正
利
用
防
止
法
」
と
い
う
。）
と
は
、
い
わ
ゆ
る
振
り
込
め
詐
欺
対
策
な
ど
の
携
帯
電
話
の
不
正
利
用
を
防
止
す
る
た
め
、
携
帯
電
話
の

契
約
時
の
本
人
確
認
義
務
や
携
帯
電
話
の
無
断
譲
渡
の
禁
止
な
ど
を
目
的
と
し
て
二
〇
〇
五
年
（
平
成
一
七
年
）
四
月
に
制
定
、
翌
年
五
月
に
施
行

さ
れ
た
法
律
で
あ
る
が
、
振
り
込
め
詐
欺
の
犯
人
グ
ル
ー
プ
に
携
帯
電
話
が
悪
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
後
を
絶
た
な
い
状
況
に
鑑
み
、
こ
う
し
た
不
正

利
用
に
対
す
る
規
制
を
強
化
す
る
た
め
、
改
正
携
帯
電
話
不
正
利
用
防
止
法
が
、
二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
年
）
六
月
一
一
日
制
定
さ
れ
、
一
二
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
今
回
の
改
正
で
は
、
携
帯
電
話
の
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
を
携
帯
電
話
会
社
に
無
断
で
、
他
人
に
譲
渡
し
た
り
、
売
買
し
た
り
す

る
こ
と
を
禁
止
し
、
ま
た
、
携
帯
電
話
を
レ
ン
タ
ル
す
る
際
に
は
、
原
則
と
し
て
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、

二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）
一
二
月
三
日
に
改
正
さ
れ
て
い
る
（
法
律
第
六
五
号
）。
具
体
的
な
内
容
は
、
契
約
時
・
譲
渡
時
の
事
業
者
に
よ
る

一
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
四
一
二
）

契
約
者
の
本
人
確
認
の
義
務
づ
け
、
事
業
者
に
よ
る
承
諾
の
無
い
他
人
へ
の
端
末
の
譲
渡
（
又
貸
し
・
譲
受
を
含
む
）
の
禁
止
、
端
末
の
匿
名
貸

与
・
譲
受
営
業
の
禁
止
、
本
人
確
認
等
が
な
さ
れ
な
い
回
線
の
事
業
者
に
よ
る
停
止
、
総
務
省
の
事
業
者
へ
の
監
督
権
限
、
虚
偽
契
約
の
禁
止
、
禁

止
営
業
の
広
告
等
行
為
等
の
禁
止
な
ど
が
一
部
罰
則
適
用
で
施
行
さ
れ
て
い
る
。

　

携
帯
電
話
は
、
現
在
で
は
、
自
己
名
義
で
所
有
は
、
五
台
ま
で
可
能
な
こ
と
も
、
次
の
様
な
事
例
に
繋
が
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
実
際
に
、

携
帯
電
話
を
契
約
す
る
簡
単
な
ア
ル
バ
イ
ト
で
、
す
ぐ
に
解
約
し
て
お
く
か
ら
料
金
を
支
払
う
必
要
は
な
い
、
な
ど
と
誘
わ
れ
た
学
生
が
携
帯
電
話

の
新
規
契
約
を
し
て
譲
渡
す
る
事
例
や
、
借
金
の
支
払
い
を
猶
予
す
る
と
言
わ
れ
て
、
債
務
者
が
携
帯
電
話
を
複
数
台
契
約
し
て
貸
金
業
者
に
譲
渡

す
る
と
い
っ
た
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
携
帯
電
話
を
契
約
し
た
本
人
に
使
用
料
金
が
請
求
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
詐
欺
や

携
帯
電
話
不
正
利
用
防
止
法
違
反
の
罪
に
つ
い
て
も
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
1８
） 

振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
に
基
づ
く
公
告
に
つ
い
て
（
概
要
）

平
成
二
三
年
八
月
一
六
日
に
預
金
保
険
機
構
が
公
表
し
た
項
目
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

①　

平
成
二
三
年
度
第
一
〇
回
対
象
預
金
等
債
権
の
消
滅
手
続
が
開
始
さ
れ
た
旨
等
の
公
告 

②　

平
成
二
三
年
度
第
一
〇
回
消
滅
預
金
等
債
権
に
つ
い
て
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
手
続
が
開
始
さ
れ
た
旨
等
の
公
告 

③ 　

被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
手
続
が
終
了
し
た
旨
の
公
告
（
公
告
の
求
め
の
受
理
：
平
成
二
三
年
七
月
二
七
日
〜
八
月
一
〇
日
）
の
概
要
は
、
以

下
の
と
お
り
で
す
。

　
第

10回
債

権
消

滅
手

続
開

始
広

告
　

金
融

機
関

数
 

114先
 

23年
度

累
計

　
口

座
数

 
1,615件

 
12,760件

　
対

象
預

金
等

債
権

の
額

 
303,713,860円

 
1,010,780,067円

　
第

10回
支

払
手

続
開

始
広

告
　

金
融

機
関

数
 

58先
 

23年
度

累
計

　
口

座
数

 
445件

 
7,698件

　
消

滅
預

金
等

債
権

の
額

 
55,297,760円

 
860,922,543円

一
九
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
四
一
三
）

（
1９
） 

振
り
込
め
詐
欺
の
電
話
等
を
受
け
、
振
り
込
め
詐
欺
で
あ
る
と
見
破
っ
た
場
合
に
、
だ
ま
さ
れ
た
振
り
を
し
つ
つ
、
犯
人
が
利
用
す
る
携
帯
電

話
や
預
貯
金
口
座
等
に
関
す
る
情
報
を
聞
き
出
す
こ
と
に
よ
り
、
契
約
者
確
認
の
求
め
や
口
座
凍
結
依
頼
を
活
用
し
て
犯
行
ツ
ー
ル
の
無
力
化
を
図

る
ほ
か
、
犯
人
に
現
金
等
を
手
渡
し
す
る
約
束
を
し
た
上
で
警
察
へ
通
報
し
て
も
ら
い
、
被
害
者
宅
等
の
約
束
し
た
場
所
に
現
れ
た
犯
人
を
検
挙
す

る
も
の
で
あ
り
、
国
民
の
積
極
的
か
つ
自
発
的
な
協
力
に
基
づ
く
取
組
み
で
あ
る
。

（
20
） 

『
♯
九
一
一
〇
』
は
、
も
う
一
つ
の
一
一
〇
と
い
わ
れ
る
「
生
活
相
談
一
一
〇
」
で
あ
る
が
、
都
道
府
県
警
察
本
部
及
び
所
轄
署
の
生
活
安
全

課
に
設
け
ら
れ
、
犯
罪
被
害
の
未
然
防
止
な
ど
、
生
活
の
安
全
を
守
る
た
め
の
相
談
窓
口
で
あ
る
。
携
帯
電
話
か
ら
で
も
ご
利
用
可
能
で
あ
る
が
、

ダ
イ
ヤ
ル
回
線
や
一
部
の
Ｉ
Ｐ
電
話
で
つ
な
が
ら
な
い
場
合
は
、
都
道
府
県
警
察
本
部
に
掛
け
る
と
、
最
寄
り
の
所
轄
署
に
転
送
さ
れ
る
（
こ
の
場

合
、
通
話
料
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
。）。
ま
た
、
土
日
、
祝
日
及
び
夜
間
は
、「
当
直
」
に
接
続
又
は
「
留
守
番
電
話
」
の
い
ず
れ
か
に
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
の
♯
九
一
一
〇
に
関
し
て
は
、
大
規
模
警
察
署
で
は
、
研
修
を
積
ん
だ
生
活
安
全
相
談
員
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
生
活
安
全
課
の
警
察
官
と
対

応
し
て
い
る
が
、
小
規
模
警
察
署
に
は
生
活
安
全
相
談
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
、
か
つ
、
生
活
安
全
課
の
警
察
官
が
必
ず
電
話
相
談

に
対
応
し
き
れ
な
い
場
合
も
あ
る
点
は
、
夜
間
の
対
応
と
共
に
、
今
後
検
討
改
善
の
余
地
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
現
時
点
で
は
、
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
の
窓
口
対
応
は
九
時
〜
一
八
時
（
土
・
日
は
一
六
時
四
五
分
ま
で
）
で
、
お
昼
休
み
・
土
・
日
は
電
話
相
談
の
み
対
応
と
い
う
点
で
は
、

二
四
時
間
三
六
五
日
対
応
可
能
な
警
察
署
に
お
け
る
生
活
相
談
を
利
用
す
る
方
が
便
利
で
は
あ
る
。

（
21
） 

全
国
銀
行
協
会
は
二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
年
）
一
一
月
二
一
日
の
企
画
委
員
会
で
、
振
り
込
め
詐
欺
対
策
の
強
化
策
と
し
て
、
詐
欺
な
ど
に

使
わ
れ
て
凍
結
し
た
銀
行
口
座
の
名
義
人
情
報
を
他
の
銀
行
に
も
提
供
し
、
同
一
名
義
の
全
口
座
を
凍
結
す
る
措
置
の
議
案
を
了
承
し
た
。
警
察
庁

と
連
携
し
、
二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
一
年
）
一
月
か
ら
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
と
手
順
は
、
①
詐
欺
事
件
に
使
用
さ
れ
て

　
支

払
手

続
終

了
広

告
　

金
融

機
関

数
 

58先
 

23年
度

累
計

　
消

滅
預

金
等

債
権

の
額

 
32,003,254円

 
564,546,333円

払
該

当
者

決
定

を
受

け
た

者
に

対
す

る
支

払
額

の
総

額
 

20,690,832円
 

427,623,702円
第

19条
の

規
定

に
よ

る
預

金
保

険
機

構
へ

の
納

付
予

定
額

 
11,312,422円

 
136,922,631円
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
四
一
四
）

口
座
を
凍
結
し
た
銀
行
は
名
義
人
情
報
を
地
元
の
警
察
署
に
提
出
、
②
警
察
庁
は
、
こ
の
情
報
を
基
に
作
成
し
た
名
義
人
リ
ス
ト
を
全
銀
協
に
提
供

し
て
捜
査
協
力
を
要
請
し
、
③
全
銀
協
か
ら
の
情
報
で
各
銀
行
は
同
一
名
義
の
全
口
座
を
凍
結
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
④
リ
ス
ト

に
掲
載
さ
れ
た
名
義
人
が
新
た
に
口
座
を
作
成
し
よ
う
と
し
た
場
合
は
、
警
察
に
通
報
し
て
摘
発
に
つ
な
げ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
運
用
が
為
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
今
後
は
、
口
座
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て
事
件
に
使
わ
れ
た
場
合
、
生
活
に
必
要
な
現
金
の
入
出
金
や
公
共
料

金
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
決
済
な
ど
と
し
て
使
用
し
て
い
る
同
一
名
義
人
の
別
の
口
座
す
べ
て
が
凍
結
対
象
と
な
る
ほ
か
、
新
規
の
口
座
開
設
も

で
き
な
く
な
る
と
し
て
い
る
。200８/11/21 1８:５８ 

【
共
同
通
信
】

　

こ
れ
を
受
け
て
、
警
察
庁
は
、
一
一
月
二
六
日
に
振
り
込
め
詐
欺
対
策
強
化
の
一
環
と
し
て
、「
凍
結
口
座
リ
ス
ト
の
活
用
」
な
ど
に
関
す
る
通

達
を
都
道
府
県
警
察
本
部
に
出
し
た
。
口
座
リ
ス
ト
活
用
以
外
に
次
の
事
柄
も
通
達
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
正
口
座
な
ど
詐
欺
の

ツ
ー
ル
を
売
買
す
る
「
道
具
屋
」
へ
の
＂お
び
き
出
し
＂
捜
査
や
、
現
金
引
き
出
し
役
の
「
出
し
子
」
の
画
像
公
開
を
積
極
的
に
行
い
、
摘
発
を
徹

底
す
る
こ
と
も
指
示
し
た
。200８/11/2６　
20:3６ 

【
共
同
通
信
】

（
22
） 

二
〇
〇
〇
年
（
平
成
一
二
年
）
二
月
二
四
日
に
制
定
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
（
平
成
一
八
年
）
四
月
二
〇
日
改
正
さ
れ
た
「
安
全
・
安
心
ま
ち
づ

く
り
推
進
要
綱
」（
警
察
庁
）、
二
〇
〇
三
年
（
平
成
一
五
年
）
七
月
二
四
日
に
「
防
犯
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
つ
い
て
」（
防
犯
ま
ち
づ
く
り
関
係

省
庁
協
議
会
）、
同
年
一
二
月
に
決
定
さ
れ
た
「
犯
罪
に
強
い
社
会
の
実
現
の
た
め
の
行
動
計
画
」（
犯
罪
対
策
閣
僚
会
議
）、
こ
れ
は
二
〇
〇
五
年

（
平
成
一
七
年
）
六
月
二
九
日
に
「
安
全
で
安
心
な
街
作
り
全
国
展
開
プ
ラ
ン
」
の
策
定
に
繋
が
っ
た
が
、
こ
れ
ら
国
の
動
き
を
受
け
、
都
道
府

県
・
政
令
指
定
都
市
、
そ
の
他
の
地
方
自
治
体
に
お
け
る
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
制
定
に
繋
が
っ
て
い
る
。

一
九
八



振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
四
一
五
）

（
23
） 

「
地
域
住
民
」
概
念
を
「
居
住
者
」
に
限
定
す
る
と
防
犯
力
が
減
殺
さ
れ
る
の
で
、「
生
活
者
」
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
昼
夜
間
人
口
の

差
が
大
き
い
地
域
で
の
防
犯
活
動
の
担
い
手
を
ど
の
様
に
確
保
す
る
か
に
つ
い
て
も
現
場
で
は
そ
れ
ぞ
れ
苦
労
し
て
い
る
が
、
通
勤
・
通
学
し
て
き

て
あ
る
一
定
時
間
以
上
そ
の
地
域
で
生
活
し
て
い
る
者
も
そ
の
地
域
が
安
全
で
あ
れ
ば
得
ら
れ
る
利
益
が
あ
る
以
上
、
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
果

た
す
べ
き
役
割
は
あ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
24
） 

警
察
庁
生
活
安
全
局
生
活
安
全
企
画
課
が
、
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
年
）
二
月
二
五
日
に
公
開
し
た
「
自
主
防
犯
活
動
を
行
う
地
域
住
民
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
」
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
2５
） 

犯
罪
予
防
理
論
の
変
遷
と
犯
罪
の
公
式
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
安
全
・
安
心
な
街
作
り
に
向
け
た
三
者
連
携
に
つ
い
て
」『
法
学
紀
要
四
九
巻
』

七
七
頁
以
下
、
参
照

（
2６
） 

拙
稿
「
安
全
・
安
心
な
街
作
り
の
現
状
と
課
題
」『
日
本
法
学
六
九
巻
四
号
』
一
五
七
頁
〜
一
六
一
頁
参
照

（
2７
） 

公
共
空
間
に
お
け
る
犯
罪
を
予
防
し
、
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
と
と
も
に
、
犯
罪
発
生
時
に
は
犯
罪
を
速
や
か
に
認
知
し
、
犯
人
の
追
跡
や
被
害

者
の
保
護
に
向
か
う
な
ど
迅
速
・
的
確
な
対
応
に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
二
二
年
三
月
末
現
在
、
一
二
都
府
県
で
四
六
一
台
の
街
頭
防
犯

カ
メ
ラ
を
整
備
し
て
い
る
。
ま
た
、
異
常
行
動
検
出
機
能
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
機
能
を
備
え
た
街
頭
防
犯
カ
メ
ラ
シ
ス
テ
ム
を
、
神
奈
川
県
川
崎

市
Ｊ
Ｒ
川
崎
駅
東
口
地
区
に
お
い
て
、
二
一
年
度
か
ら
二
か
年
計
画
で
実
証
・
開
発
中
で
あ
る
。
繁
華
街
や
商
店
街
（
モ
ー
ル
を
含
む
）
等
で
は
、

設
置
が
進
ん
で
い
る
が
、
住
宅
街
で
は
、
設
置
及
び
管
理
費
用
が
高
い
た
め
、
そ
の
導
入
は
余
り
進
ん
で
い
な
い
。

（
2８
） 

名
簿
屋
や
同
業
者
か
ら
入
手
し
た
個
人
情
報
（
特
に
、
同
業
者
か
ら
得
た
情
報
と
し
て
は
、
居
住
者
に
は
分
か
ら
な
い
個
所
に
マ
ー
キ
ン
グ
が

施
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
）
を
使
っ
た
り
、
悪
質
商
法
の
手
口
の
一
つ
で
も
あ
る
が
、
二
次
被
害
（
被
害
に
遭
っ
た
高
齢
者
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す

る
手
口
）
等
が
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

（
2９
） 

例
え
ば
、
東
京
都
中
央
区
晴
海
に
開
所
し
た
マ
イ
ホ
ー
ム
は
る
み
は
、
ロ
型
の
平
面
を
し
た
一
つ
の
建
物
の
中
に
、
マ
イ
ホ
ー
ム
は
る
み
、
晴

海
中
学
校
、
晴
海
保
育
園
が
入
っ
て
い
る
。
地
下
一
階
か
ら
地
上
四
階
部
分
に
、
マ
イ
ホ
ー
ム
は
る
み
と
晴
海
中
学
校
が
共
存
、
保
育
園
は
一
階
の

一
部
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
、
地
域
の
交
流
と
し
て
、
三
施
設
間
交
流
を
は
じ
め
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
の
入
所
者
に
と
っ
て
は
生
き
る
こ
と
へ
の
喜
び
が
増
す
機
会
と
な
り
、
ま
た
、
核
家
族
化
の
進
行
の
中
で
、
保
育
園
児
・
中
学
生
あ
る
い

一
九
八



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
四
一
六
）

は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
と
っ
て
は
、
高
齢
者
福
祉
へ
の
奉
仕
・
参
加
・
実
践
の
場
と
し
て
貴
重
な
経
験
の
機
会
を
担
っ
て
い
る
。
施
設
の
詳
細
は
、
次

の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照http://w

w
w

.tokyochuo.net/m
eeting/tow

n/shisetsu/harum
i.htm

l
（
30
） 
犯
罪
に
強
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
す
る
分
析
・
検
討
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
拙
稿
「
安
全
・
安
心
な
街
作
り
に
向
け
た
三
者
連
携
に
つ
い
て
」

九
七
頁
〜
一
〇
四
頁
、
室
崎
益
輝
「
犯
罪
の
な
い
社
会
を
め
ざ
し
て
」『
市
民
が
主
役
の
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
』（
春
日
井
市
安
全
な
ま
ち
づ
く

り
協
議
会
編
）
二
〇
四
頁
〜
二
一
〇
頁
、
清
永
賢
二
「
新
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
創
造
と
二
一
世
紀
の
犯
罪
防
止
」『
市
民
が
主
役
の
安
全
・
安
心
ま
ち

づ
く
り
』
一
〇
八
頁
〜
一
一
七
頁
を
参
照

（
31
） 

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
を
ホ
ー
ム
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
分
野
か
ら
提
供
し
て
い
る
セ
コ
ム
や
綜
合
警
備
等
の
民
間
警
備
会
社
で
は
、
既
に
、
防
犯

の
視
点
か
ら
の
機
能
が
組
み
込
ま
れ
た
シ
ス
テ
ム
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
セ
コ
ム
の
情
報
に
つ
い
て
は
、http://w

w
w

.secom
.co.jp/

lp/hs/afv1/

を
参
照

（
32
） 

平
成
二
一
年
中
に
悪
質
商
法
に
よ
り
検
挙
さ
れ
た
被
疑
者
に
よ
る
と
、
高
齢
者
を
狙
い
や
す
い
理
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
項
目
を
挙
げ
て
い

る
。
①
だ
ま
し
や
す
い
か
ら
、
②
一
度
だ
ま
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
何
度
で
も
だ
ま
せ
る
か
ら
、
③
勝
手
に
家
に
上
が
り
込
ん
で
深
夜
ま
で
居
座
っ

た
り
、
大
声
で
怒
鳴
っ
た
り
し
て
も
、
若
い
世
代
と
同
居
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
近
所
付
き
合
い
が
希
薄
だ
と
、
介
入
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
少
な
い
、

等
を
挙
げ
て
い
る
。

（
33
） 

前
出
の
（
２
）「
地
域
消
費
生
活
フ
ォ
ー
ラ
ム in 
松
田
町
」
で
は
、
松
田
町
、
南
足
柄
市
、
中
井
町
・
山
北
町
等
の
自
治
体
関
係
者
や
地
域
住

民
が
参
加
社
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
悪
質
商
法
や
振
り
込
め
詐
欺
の
現
状
と
対
策
に
つ
い
て
、
筆
者
が
講
演
し
た
後
、
松
田
警
察
署
生
活
安
全
課

係
長
、
南
足
柄
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
相
談
員
が
加
わ
り
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
が
、
参
加
者
に
と
っ
て
知
識
が
知
恵
に
な
る
体

験
研
修
や
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
は
、
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
一
般
的
に
は
、
こ
の
形
態
が
多
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
34
） 

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
は
、『
電
話
帳
を
利
用
し
た
振
り
込
め
詐
欺
の
注
意
喚
起
に
つ
い
て
』
と
い
う
新
聞
広
告
を
二
〇
一
〇
年
（
平
成

二
二
年
）
九
月
二
二
日
に
掲
載
し
、「
振
り
込
め
詐
欺
の
犯
行
に
電
話
帳
（
ハ
ロ
ー
ペ
ー
ジ
個
人
名
編
）
が
使
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

ご
注
意
下
さ
い
。」
と
し
て
、
掲
載
し
て
い
る
者
に
対
し
て
、
任
意
で
の
掲
載
中
止
を
促
し
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
警
察
官
や
銀
行
協
会
職
員
ら
を

か
た
り
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
受
け
取
り
に
行
く
手
口
の
詐
欺
で
、
被
害
者
の
九
割
以
上
が
電
話
帳
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
警
察
当
局
の
調

一
八
九



振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
四
一
七
）

べ
で
判
明
。
ま
た
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
も
同
年
一
一
月
一
六
日
に
警
察
庁
の
要
請
を
受
け
、
新
聞
広
告
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
3５
） 

前
掲
、
拙
稿
「
安
全
・
安
心
な
街
作
り
に
向
け
た
三
者
連
携
に
つ
い
て
」
一
〇
〇
頁

（
3６
） 
こ
れ
ら
に
関
与
し
た
少
年
達
の
罪
の
意
識
が
対
面
犯
罪
と
は
異
な
っ
て
い
る
た
め
希
薄
な
状
況
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
ル
バ
イ
ト
感
覚
で
加

わ
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
こ
と
か
ら
、
加
害
者
に
な
ら
な
い
た
め
の
教
育
・
啓
発
活
動
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
3７
） 

最
近
の
振
り
込
め
詐
欺
を
巡
る
犯
行
イ
ン
フ
ラ
に
関
し
て
は
、
田
崎
仁
一
「
振
り
込
め
詐
欺
対
策
に
お
け
る
「
犯
罪
イ
ン
フ
ラ
対
策
」」『
警
察

学
論
集
六
四
巻
六
号
』
六
四
頁
以
降
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

【
作
成
・
引
用
し
た
統
計
資
料
の
出
典
】

文
中
の
表
（
１
）（
２
）（
３
）（
４
）（
５
）（
６
）（
12
）（
13
）（
1５
）（
1６
）（
21
）（
22
）（
23
）（
24
）
は
、『
平
成
二
二
年
の
犯
罪
情
勢
』
及

び
『
特
殊
詐
欺
の
認
知
・
検
挙
状
況
等
に
つ
い
て
（
平
成
二
三
年
六
月
）』
を
利
用
し
、
筆
者
が
作
成
し
た
。
表
（
７
）（
８
）（
９
）（
10
）

（
11
）（
14
）（
1７
）（
1８
）（
1９
）（
20
）
は
、
神
奈
川
県
警
調
査
の
表
を
引
用
し
て
い
る
。

一
八
一



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
四
一
八
）

ポスターＡ
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振
り
込
め
詐
欺
を
防
ぐ
た
め
の
地
域
づ
く
り
（
尾
田
）

（
四
一
九
）
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